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IPO 労務というキーワード
改めましてこんにちは、只今ご紹介頂きました社会保険
労務士法人みらいコンサルティングの森田と申します。
本日一時間程私の方でお時間を頂いておりまして IPO
を実現する労務管理の基礎知識というテーマでお話をさ
せて頂きます。
　私が 2003 年からこのみらいコンサルティンググルー
プに入りまして、当時はまだ中央青山監査法人というの
があり監査法人の 100％出資子会社の中央青山 PwC コ
ンサルティングという名前の経営コンサルティング会社
に入社しました。当時は監査法人の先生と IPO を目指
す企業様の監査法人のショートレビュー、証券会社の
ショートレビュー、受けたことのある会社様も多いと思
いますが一緒に労務に関するショートレビューをやって
いたのは 15､6 年前になります。IPO 労務というキーワー
ドは当時はあまり聞きませんでした。
　上場するにあたっての労務周りの整理というのは社会
保険未加入の問題などが中心であった印象があります。
IPO 労務という分野を監査法人の子会社というポジショ
ンでやることになり 15､ 6 年間やってきたところで実
績やノウハウも溜まってきたと思います。その中でも本
日は IPO 労務の中でも重要項目に絞ってお話をさせて
頂きます。

自社の現状と課題の把握

　お手元の資料にもありますが最初に第一ステップは全
ての改善することの基本かと思いますが最初に自社の現
状と課題を把握するということです。IPO 労務において
も自社で今どの程度出来てるのか出来ていないのかよく
人間ドックに入るイメージで調査を受けてくださいとい

う話をしますがまず第 1 ステップは現状を知るという
ことです。

労務コンプライアンス調査とは
　2 ページにありますのが、労務コンプライアンス調査
です。いわゆる短期調査のメニューを私どものサービス
メニューとして労務コンプライアンス調査と呼んでいま
す。あくまでも短期調査ですので労務管理体制全般の確
認をさせて頂きそれをレポートにまとめてご報告する
サービスになります。実はこの労務コンプライアンス調
査はロゴを作って商標登録しているので同業の皆様も労
務監査などの名前でされていることが多いですが労務コ
ンプライアンス調査という名前はおそらくは私たちしか
使っていないと思います。
　資料に調査の流れを書いていますがこれは例というか
私どもが実際にやっているサービスの流れになります。
①事前資料確認は、通常は人事関連の規程と各種勤怠管
理など帳票類をお預かりしたものに目を通し、②調査
は、実務担当者にインタビューをさせて頂きます。そこ
から課題をまとめて③報告書を作り、④報告会の実施と
いう流れでやらせていただいております。大体一か月く
らいで完了するサービスになりますがこのような形で弁
護士の先生でも結構ですし労務に関して詳しい方に一度
レビューをしてもらうことは一番最初のステップとして
は必要なことかと思います。

課題解決に向けた具体的な検討

　次の 3 ページに第 2 ステップと書きましたが課題解
決に向けて具体的な検討開始と最初の現状把握したら
それをどのように改善するかという流れになります。4
ページを見て頂くと今回の IPO を目指すというテーマ
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になっていますので IPO 審査の流れと労務における整
理事項という形で整理しています。
　申請期に上場という枠を書いていますがそこから遡っ
てどのタイミングでどんなことが必要かということが書
いてあります。ただ、あくまでも理想形であって理想
通りにいかないことも多く 1 〜 6 まで番号がある中で
1 番目のタスク内容は労務コンプライアンス構築期間と
ありますが、3 期前からになっています。そんなに前か
ら出来る会社様は少なく実際私共もご支援をさせて頂
く時は直前期に入ってからとか直前前期の終わりごろか
ら関わらせていただくことが多いかなと思います。ただ
3 番目に過去勤務債務の解消が求められる期間とありま
すがこれは未払い賃金の話です。未払い賃金の時効は 2
年になりますから、本来は上場を目指すとなると直前前
期の頭から適正な運用を将来に向かってやれるのが理想
ではあります。
　先ほど労務コンプライアンス調査といったものは理想
としては 3 期前に実施して一通りの改善が終わって直
前前期の頭から適正運用されるのが一番良いと思いま
す。まだ上場のタイミングまでスケジュールが明確に
なっていない出来るだけ早く着手出来る企業様は一番最
初の現状把握を出来るだけ早く実施し課題を見つけてお
いたほうがいいと思います。ですので証券会社の方とお
話しすると適正運用はいつから実施すればいいですかと
いう話をすると直前期はせめてちゃんとしてほしいとい
う話はよく聞かれます。直前期の 1 年間でも特に人事
労務の問題においては未払い賃金の問題もあるので直前
前期の頭からが理想ということはお伝えしておきたいと
思います。

労働時間管理

　5 ページをご覧下さい。一つ目の労働時間管理、労務
の問題で IPO を目指される以外でもそうなんですが労
働時間管理はすべての起点になります。というのは時間
を正しく把握すると残業代も正しく払いますし長時間労
働が実際あるのかないのかも分かります。三六協定を守
れているのか守れていないのか全ては労働時間を適正に
管理しているかという所から始まります。当然 IPO の
審査においても労務、労働時間管理は最重要事項になり
ます。ここの入り口しっかりしていると全般的にしっか
りしている会社かなという印象を与えられるくらい重要
な項目になっています。
　（お手元の資料の）一番上にビックリマークが書いて
ありますが、「長時間労働に対する意識の面接指導があ

る」をしっかり実施するために、全ての労働者の労働時
間を把握することがこの４月から義務付けられていま
す。一番下の枠の中にも書いてありますが、これまでは
割増賃金を適正に支払うために労働時間を客観的に把握
するよう通達がありましたが、この４月からは健康管理
面という意味で全てと書いたのはこの後のページでも対
象者が出てきますが、管理監督者や裁量労働制の適用を
受けている方も含めて労働時間をきちんと記録して下さ
いとなっていますので、管理監督者が記録をとっていな
い会社があればこの 4 月からはしっかり記録する必要
がありますのでお気を付けください。また、いくつか「労
働時間とは？」と労働時間の考え方を記載していますが、
労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間で
あり使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務
に従事する時間は労働時間にあたります。明示は言葉の
通りで業務命令として残業しなさいとか働きなさいとい
うものですが黙示の指示と言われるものはなにか、例え
ばこれから三六協定を順守しなければいけないので、時
間通りに働かなくちゃいけないのであまり残業できな
い、例えば上司が部下に 19 時だから帰れと言っていな
がら、一方であの企画書は明日の朝出せと言ったとした
ら結局明日早出なのか家でやるのかになります。家でや
れとは言ってませんが実際には家でやれと指示している
のと同じようなものになる。そのようなものも含めて黙
示の指示になります。あとは休日に出勤する、休日出勤
の手当を払っていない、休日出勤のしたという事実を上
司が把握しているかどうか、ただ事前申請が必要な休日
出勤申請をしていなかった、申請がないから労働とし
て扱わなくていいかというと働いたことを知ってしまっ
てる以上はそれは黙認したということになります。それ
も含めて労働時間と考えなければいけないということも
あったりします。
　次のような時間は労働時間に該当しますと１〜３まで
例示しています。従来から労働時間と考えられている項
目なのでこれは後ほど確認していただければと思いま
す。6 ページをご覧下さい。労働時間管理の続きになり
ますがこの 4 月からすべての労働者の労働時間を管理
することになりました。対象者は記載の通りで繰り返し
になりますがいわゆる裁量労働制等のみなし労働時間制
の人も含め管理監督者、要するに会社の中で雇用されて
いる方なので役員の方は除かれますがすべての労働者の
時間管理をすることが義務付けられています。労働時間
を客観的に把握する方法は①のタイムカードもあります
し②のように PC 等で勤怠システムを導入して記録を残
すという方法が客観的に把握することになります。客観



5

的に把握するもの以外は自己申告制と呼ばれるものにな
ります。自分が働いた時刻を手書きやする、エクセルに
自分で入力するとかは客観的な記録ではなくて自己申告
制による記録ということになるので例外的には認められ
ていますけれどもそれ以外の制約事項はいくつか付いて
います。ですので原則はあくまでも記録を客観的に残し
てそれを本人が変更できない状況が必要になります。そ
の意味では IPO の準備中の企業様でまだエクセルで管
理しているという会社様には出来たらせめて勤怠システ
ムは入れたいですねということはお伝えしています。と
いうのは客観的な記録も取れますしこの後出てくる三六
協定とかエクセルとか手書きですと残業時間の累計を出
さなければいけない。勤怠システムですと設定した時間
になるとアラートメールを飛ばすことも出来ます。そう
いう管理にしていかないとおそらく特に今後は働き方改
革関連の法案の 4 月以降法改正で三六協定の上限の時
間の管理も変わってきてますのでそういったところを手
作業でやるのは難しくなっていますのでシステムは必要
かと考えています。
　一番下の記録の保存については勤怠記録は 3 年間保
存が義務ですのでお忘れのないようにしてください。7
ページを見て頂きますと一番上に労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインが
2017 年 1 月に出ていますけれども労働時間の状況を把
握するというのはどういうことですかというのはそこに
書いてあると通りです。始業終業の時刻をきちんと記録
して下さいとあります。左側の原則が先ほど見て頂いた
ところで私が例外と言った自己申告制は右の枠の中にあ
ります。
　例外事項を良しとするためにきちんと労働者と管理す
る方に時間を例えば 1 分単位でしっかり管理しなさい
とか働いた時間をちゃんと申告しなさいという説明をき
ちんとするというのが一つです。要するに適正に時間が
申告出来るような説明や体制を整備するというのが制約
事項としてあります。そこに乖離の把握、在社時間と乖
離の把握と書いてありますがこういったものもあるのか
どうか確認する所まで求められます。乖離は下に図を載
せていますが在社時間というのは会社に出てきて会社を
出ていくまでの一番長い時間であり通常はその内側に始
業と就業がありますので当然出社と始業には乖離が生ま
れます。
　もちろん就業と退社にも乖離が生まれます。こういっ
たところが例えば出社してから始業まで 1 時間くらい
時間が空いていると、この 1 時間は何をしていたんで
すかとなるのでそれが早出なのかそれとも労働ではなく

人によっては朝勉強しています、新聞読んでたりとか、
ご飯食べてますとかありますので自己申告の場合は乖離
が何なのかきちんと会社としては積極的に残しておいた
ほうが後々に労働時間ではないのかと言われたときに労
働時間ではありません確認が取れています、という言い
方が出来ると思います。

36 協定の順守

　8 ページをご覧下さい。二つ目に重要な項目はここだ
けピンポイントですが三六協定の順守になります。三六
協定はご存知の通り違反している状態を非常に判断しや
すい法令違反なのでしっかりと確認されます。三六協定
に関する注意点も書いてありますが一つは適切に管理さ
れているかそれから内容が適切なのかそれから協定の範
囲内に時間外労働を抑える管理体制が整っているか。ど
ちらかというと一つ目と二つ目は気を付けやすいです。
この管理体制の部分は難しく管理体制がないとどうやっ
て守られてるかという質問に答えられないのでやっぱり
管理体制がきちんと整っていることは重要かと思いま
す。
　一つ目には適切な管理と文書と書いてますが、例えば
本店、営業所、支店がある会社で本社だけ三六協定出し
てますという会社もありますがそれでは足りません。事
業所ごとに三六協定をそれぞれ最低年 1 回の届け出を
する必要がありますということが書いています。適切な
内容というのはそこに期間と限度時間の平成 10 年労働
省告示というのを載せていますがこれは今年 3 月まで
はこれでした。今度から法令によって定められています
ので適切な内容というのはそもそも協定出来ないような
時間で協定してないかどうか、そんなところが確認のポ
イントになってきます。一か月 45 時間、一年 360 時
間、これが一番有名な時間だと思いますのでこれが最長
です。1 年単位の変形労働時間制を採用している企業様
はこれを 1 か月 42 時間、年 320 時間と読み替えます
けどその範囲できちんと協定されているかというのが適
切な内容かどうかという話になります。
　この後出てくる特別条項、いわゆる月 45 時間で年
360 時間で収まりませんという場合にそれを越えるこ
とが出来るのがこの特別条項になります。次の 9 ペー
ジですが特別条項はおそらく三六協定に盛り込んでいる
会社様もあれば使っていない企業様もあると思いますが
そこに文章で 2 行ほど書いてあります。要するに特別
な事情があるときに使える協定です。今回の働き方改革
関連法案の中で上限規制という言われ方をしています。
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三六協定の上限規制は特別条項にこの 3 月までは上限
がなく、要するに月 45 時間を越えて 100 時間や 120
時間でも実質法令違反にならず協定することが出来まし
た。そこに上限を設定したのが上限規制の話になります。
もちろん年間にも上限がつきました。なので特別条項の
改正があったということになります。特別条項自体は臨
時的に使うもので特別な事情と書いてありますが原則的
には恒常的に使うものではなく突発事由に対して対応出
来るように協定しているものになります。

時間外労働の上限規制

　次の 10 ページを先にご覧下さい。三六協定の順守は
IPO 審査上に非常に重要視されています。大企業は今年
4 月 1 日から中小企業に該当する企業様は来年４月 1
日から法改正がスタートしています。何がどうなったか
一番上のビックリマークですが三六協定で定める時間外
労働に罰則付きの上限が設けられました。特別条項の月
100 時間、120 時間というのはもう出来なくなりまし
たということです。三六協定の原則を考える時にそこに
基本事項を載せています。
　これはおさらいとして三つほど書いてますが労働基準
法の中で労働時間、原則一日 8 時間、週 40 時間これを
法定労働時間と呼んでいます。実際にはこれを一分たり
ともオーバーして働かせてはいけないのですが三六協定
を届け出することでこれを越えて残業させることが出来
ます。もう一つは法定休日の考え方ですが労基法は原則
一週間に一日の休日を与えなさいとなっていてこれが法
定休日と呼ばれているものです。実際には一般的には週
休 2 日がほとんどで週休 2 日で働いてる企業様が多い
と思うのでその片方が法定休日、もう片方が法定外休日
として会社の所定休日は週 2 日というのが多いと思い
ます。
　11 ページを見て頂きますと今回の上限規制の内容で
す。原則としては従来の 1 ヶ月 45 時間、一年 360 時
間という協定できる条件ですがこの月 45 時間、年 360
時間という限度時間には法定休日労働は含まずにカウン
トしていいことになっています。それが現状、今年の 3
月までそうでした。
　それが 4 月以降どう変わっていくのかといいますと、
臨時的な特別の事情がある場合という特別条項の所の改
定内容ですけれども、特別な事情ってどういう時に使え
ますかというのがそこに書いてあります。通常予見する
ことの出来ない業務量の大幅な増加とそれに伴って臨時
的に原則月 45 時間、年 360 時間のこの原則の限度時

間を越えて労働させる必要があるとありますが、あくま
でも臨時なので毎月毎月年 12 回使えるものではなくて
一年のうち 6 か月 6 回までという上限が設けてありま
す。
　6 回というのは会社で 6 回ではなくて個人ごとに 6
回です。じゃあこの特別条項を適用したらどのくらい働
かせることが出来るかというと①〜③になります。①は
月 100 時間未満とあって新聞とか結構前に見たことが
あるかもしれませんが月どんなに働いても 100 時間未
満に抑えてください。時間外労働プラス休日労働と書い
てありますがこの休日労働というのは法定休日労働のこ
とを指しています。今までは月 45 時間というのは時間
外労働だけ拾っていましたがこの特別条項の考え方、4
月以降は月 100 時間未満というカウントについては時
間外労働プラス法定休日労働を合算してカウントするこ
とになります。
　今までは法定休日に 1、2、3 回とカウントしていま
したがそれが働いた時間を加算することなります。②は
年 720 時間以内、これは年 360 時間を越えていい時間
が 720 時間までということになります。こちらが時間
外労働のみでのカウントします。③が今度 2 か月から
6 か月の平均をとって 80 時間以内、2 か月 3 か月 4 か
月の平均をとっていた時に常に 80 時間以内で収まるよ
うに時間外労働と法定休日労働の時間を合算してカウン
トする、こういう管理が 4 月以降必要になっています。
この 2 か月から６か月の平均の考え方として、12 ペー
ジをご覧ください。左側に現在と書いてあるのは 3 月
までという見方をしていて改正後は 4 月以降です。現
在と書いているのは先ほど見て頂いた法律上では残業時
間の上限はなくて告示によって決まっていたものが改正
後 4 月以降は法律によって上限時間が決まりましたよ
となります。その決まった内容は前のページで見て頂い
た内容になりますが、次の 13 ページには 2 か月から 6
か月の平均を取る時にどう考えるか右の真ん中に米印で
青字で書いてありますが２か月から６か月のカウントは
三六協定の有効期間に縛られませんとあります。三六協
定は通常一年間なので 4 月から翌 3 月、1 月から 12 月
とか一年間で出していますが基本的にはずっと継続して
いきます。なので三六協定の有効期間をまたがってでも
2 か月から 6 か月の平均というのは常に 80 時間以内に
抑える必要があります。
　左の方の４月に当月と書いてます。当月何時間まで働
かせることが出来ますかといった時に真ん中の下の方に
前月に 99 時間の時間外をした場合に当月は 61 時間ま
で働けます。こういう管理をしてくださいとなりました。
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14 ページをご覧下さい。すでに新しい書式を大企業に
該当する会社様はもう出したかもしれませんがこれが新
様式になります。三六協定の新様式は中小企業は来年 4
月からになります。従来は三六協定は A4 横書き一枚分
でその中で特別条項も書いてました。今度から特別条項
を使う場合には一枚目と 15 ページの 2 枚目の 2 枚組に
なります。新様式はネットでワード形式でダウンロード
出来ますけれどもこれを使う場合には特別条項を使うに
は二枚目も必要になります。細かい内容はここでは見て
いきませんが先ほどの 99 時間、100 時間未満に抑える
とか年間 720 時間未満に抑えるとかそういう話に沿っ
て協定の内容を記載することになります。

36 協定の有効期間

　16 ページをご覧下さい。既にご存知の方も多いと思
いますが、うちの（会社の）三六協定はいつから新しい
書式にする必要があるかという話ですが一番上ですが改
正法は 2019 年 4 月 1 日以後の期間のみを定めている
三六協定に適用です。これの意味は例を見て頂いたほう
が早いが例えば三六協定の有効期間が昨年の 10 月 1 日
から今年の 9 月 30 日までという一年間で出している場
合、大企業の場合この 4 月から新しい様式が必要にな
りますが、実際にはこの 4 月 1 日をまたいで一番最初
に更新するタイミングです。ですからこの例でいうと今
年の 10 月 1 日に出し直す三六協定から新様式で届け出
をすることになります。
　ということは当然新しい管理も 10 月 1 日からとなり
ます。中小企業の皆様も考え方は一緒ですので来年の 4
月 1 日をまたいで最初に更新する時からこの新しい様
式で出していただくようになります。もちろん前倒しで
4 月から変えても構いませんが、原則考え方としては次
に 4 月 1 日をまたいで出す時からで大丈夫です。時間
外労働の上限規制の適用除外は記載の通りですが自動車
運転業務の方は現状の三六協定の上限を受けてません。
いわゆる改善基準告示の中で規制されていると思います
がその辺りは猶予期間をおいて５年後適用されるとか建
設の事業、これは業務と事業をあえて使い分けてますが
建設事業・建設業の会社様はそこで働く総務経理の方を
含めて適用除外です。ですから５年間の猶予があります。
こういう適用除外があるということを改めて確認してお
いてください。

管理監督者の範囲

　ここから３つめの項目になりますが、17 ページをご
覧ください。管理監督者の範囲はいわゆる労基法上の管
理監督者は、IPO 労務の改善のお手伝いの中でも一番手
間のかかる部分であります。管理監督署の範囲はどこま
でが妥当かとありますがそもそも管理監督者とは法律に
どう書いてあるのかというのは一番上の段にあります。
労働基準法 41 条第 2 号に書いてあります。
　事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にあ
る者、これが労基法上の管理監督者になりますが細かい
ことは書いていないのでわからないということで下に古
い通達が書いてあります。管理監督者とありますがその
前に管理職と管理監督者の違いをあえて書いていますが
うちの会社で管理職と言っているのといわゆる労基法上
での管理監督者は必ずしもイコールではない、イコール
のほうが管理しやすいが使い分けても構わないです。
　青い丸の 2 つ目に管理職のうちに管理監督者に該当
しない者には当然残業代を支払う必要があります。それ
をあえて払わないといわゆる名ばかり管理職という言わ
れ方をします。管理監督者の通達はその下の枠の中にあ
ります。経営と一体的の立場にあるものの意味であり、
これに該当するかどうかは名称にとらわれずその職務と
職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がされてい
るか否か実態に照らし合わせて判断すべきですとこれま
た通達もぼやっとしています。なのでなかなかこうやっ
ておけば大丈夫ですと言いにくいので管理監督者の範囲
は非常に難しいです。
　次の 18 ページに私たちがざっくり管理監督者の範囲
として大丈夫そうかなとイメージする時のフローみたい
なものを載せてあります。左側にスタートと書いていま
すがそこに勤怠・報酬・権限等のチェックがたくさん入
れば入るほど管理監督者性が高まるという見方をして頂
ければ思います。なので該当項目数が多い少ないと書い
てあり矢印を進んでいきますと構成割合が 10~40%、そ
れから対象の満足度が高いか低いか、要するに該当項目
を多く構成割合が全体の従業員に占める割合が少なく、
対象者も自分は管理監督者だと満足している場合には管
理監督者に該当する可能性が高いとそのようにざっくり
見て判断してます。もちろん審査上はそんなざっくりは
判断してくれませんのでそもそも対応が必要か必要じゃ
ないか一番最初の段階ではこんな感じで判断していま
す。
　もう少し細かく見ると次の 19 ページですが判断のポ
イントというところの一番は左側のフローに書いていた
項目になりますのでチェック項目の例、あくまで例です
のでこれだけあれば大丈夫というわけではありません。
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それから 2 番目にある全社員の内どの程度の割合かと
いうのも目安でしかありません。労基署の判断するにあ
たって少ないほど良い。ですので 10~15％程度なら大
丈夫ではないかという話を私たちもしますがそれが必ず
しも正しいわけではありません。それでも 30~40％が
管理監督者だと多いですと、おそらく審査上も多いです
ねというところから入って管理監督者の範囲が妥当だと
考える理由を質問でたくさん聞かれることになります。
1 次質問から 5 次質問までいくケースもありますのでそ
うなる前に範囲を見直しておいたほうがいいんじゃない
ですかというケースも出てきます。
　なので他の労働時間管理の問題と違って管理監督者の
範囲の見直しは賃金制度にも影響します。残業代を払う
ことになったりしますので手間がかかるといったのはそ
のことです。もし管理監督者の範囲を見直さなければい
けなくなると賃金制度も手を入れるケースも出てきま
す。なので出来るだけ早くうちはいけるかいけないかは
確認しておいたほうがいいと思います。一番下の３番目
の満足度、先ほどのフローにもありましたが本人が管理
監督者だと納得しているかどうかというのは法的要素で
もなんでありませんが要するにトラブルになるリスクが
高いか低いかということです。
　当然満足度が低いとトラブルになるリスクがあります
よねということです。20 ページを見て頂きまして管理
監督者の範囲を私どもが見直す時は基本的にはどっちか
です。左側の現状維持か範囲を縮小する必要があります
ねかどっちかの判断をします。現状を維持する時という
のは例えばうちの会社は課長以上を管理監督者として現
状維持で行きましょう、18％いるんですね、微妙です
ねという場合でも現状維持と判断するならば矢印のその
まま下で判例上の要件をすべて満たしているか確認して
いきましょう、足らなければ補強していきましょうとい
うやり方をして範囲を変えないという場合もあります。
　ただ 30% いるとなるとおそらく審査に突入してから
見直してくださいと言われたらそこから時間がかかりま
すのでいきなり当月 1 か月間で賃金制度の見直し出来
ませんよねとなりますのでやるなら早めに範囲を縮小す
るという検討をするということもあります。そのメリッ
トデメリットやらなきゃいけないことを書いた改善のお
手伝いの時に実施している例になります。いずれにせよ
早いタイミングでうちはいけるかいけないのか範囲を見
直す必要があるのかないのかは確認しておいたほうがい
いと思います。

割増賃金の支払い

　21 ページの 4 つ目の項目になりますが、割増賃金の
支払い、未払い賃金という話をしていますが未払いが無
い状態にするのは必須項目です。そこに書いたのは会社
が把握管理している残業時間は氷山の上の方（一角）で
ありもしかしたら未払いの残業があるんじゃないんです
かというところで① ~ ④まであります。①は端数処理と
呼んでいますがうちは時間 30 分単位で管理しているの
で 30 分未満は切り捨ててますよといった場合にそこは
未払いになります。もしくは②割増賃金単価の計算の間
違っていた場合は未払いの可能性があります。③固定残
業手当いわゆるみなし残業制を入れています、これが適
正じゃないとそれも否認されれば残業代を払っていない
という扱いになることもあります。
　それから④労働時間に該当する時間を労働時間として
扱っていないような問題があると先ほども触れた通り残
業代の時効は過去 2 年間でしかも今度 5 年に延ばそう
ということも検討されています。いきなり５年になるこ
とはないとは思いますがそうすると例と下のほうに書い
ているのは一人当たりこれくらいの未払い、要するに労
働時間として扱っていない時間があったとして積み上げ
ると大きな金額になりますよという例を載せていますの
で参考までに見て頂ければと思います。インパクトを見
ていただくために載せただけの表です。

未払い賃金発生パターン①

22 ページを見て頂くと未払い賃金の発生パターンの①
と書いてあるのは先ほどのいわゆる労働時間を 15 分と
か 30 分単位で管理していてそれ未満を切り捨てている
パターンです。この例は 30 分単位で管理していますが
30 分未満を切り捨てて残業時間が 120 分と表には出て
いるが実際に適正に 1 分単位で管理したら実は 214 分
というのが正しい残業時間でしたとなるとここだけで
94 分足りていないことになります。これを同じような
内容が 100 人いてそれが 2 年間だったら大きな額にな
りますとこれもインパクトを見ていただくために書い
ています。不用意に時間管理を 15 分未満カットなどを
やっているとこういう可能性がありますのでまずこれが
1 点目です。

未払い賃金発生パターン②
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　パターン 2 ですがこれは時間単価の算出が間違って
いる例になります。総支給月額 260,000 円の内訳と書
いてありますが、① ~ ⑤まで基本給から特殊勤務手当、
ここの時間単価の算定基礎に入れるべき賃金というのが
①（基本給）、④（営業手当）、⑤（特殊勤務手当） なん
ですがそれをベースに計算したものを時間単価として
1,743 円になりますが誤った計算方法の場合は基本給だ
けで時間単価を出そうすると当然単価が下がりますので
時間管理が完璧であってもそもそも時間単価が間違って
いると未払いが発生するケースも意外とあります。これ
が 2 つ目です。

時間単価の算出方法

　それに関連して 24 ページは時間単価の算出方法、こ
れは計算式が決まっていますということです。計算式通
りに計算する必要があります。ですから分母と分子、先
ほどの算定基礎が間違っているのが分子、総支給月額に
含める手当が足らなかった例になります。

割増賃金の算定基礎

　その除外していい手当、分子から除いていい手当は
25 ページですが一番上の枠の中の家族手当、通勤手当、
別居手当、子女教育手当に住宅手当、臨時に支払われる
賃金、1 か月を超える期間にごとに支払われる賃金、こ
れは正確に言うと名前だけではなくてここに該当する定
義に合致した手当を払っている場合には残業単価の算定
基礎から除いていいとなります。家族手当はミスはない
が住宅手当は意外と（ミスが）あります。
　上から 2 番目に住宅手当の説明が書いてありますが
住宅に要する費用に応じて算定される手当を言いますの
で賃貸でいえば家賃５万円の所を 10% を住宅手当で払
いますとすると、家賃 10 万円の人は 10% と要するに
金額が変わってきます。変動するような住宅手当を払っ
ている必要な要素になります。うちは賃貸住宅に住んで
いる人に月額 10,000 円定額で払ってますという住宅手
当はこの算定基礎から除ける住宅手当にならない。住宅
手当という名称だけで除外すると算定基礎から間違って
除外したということになる。なのでこういったミスも未
払いを発生する要素としてあります。

未払い賃金発生パターン③

　26 ページは三つ目に固定残業代を入れてる企業様は

意　外と多いですが固定残業代は私は賛成派です。とい
うのは効率良く働いている人が馬鹿を見るので一定の固
定残業代は入れた方が良いと思います。ただそこに① ~
③まで要件を書いてありますがこの要件を満たしていな
いと否定されてそもそも払っている固定残業手当が全て
単純に毎月払っている固定的な手当てとみられる可能性
があります。①は給与のうち固定払いの手当に該当する
部分、それから手当に含まれる時間外労働時間数を明示
しましょう、賃金規程にも記入し且つ労働条件通知書に
も明示する本人にもちゃんとわからせる。②は実際の時
間外労働、要するに残業代を計算した場合に固定残業手
当の額を超えていればちゃんと差額を払う。
　3 つ目はこれもわかりやすい意味で給与明細上も基本
給と固定残業手当を分けて提示しましょうということで
す。良い記載例が左側になります。基本給が 165,000 円、
役職手当 5,000 円に固定残業代が 37,500 円これが 30
時間相当の残業分ですよというものです。悪い例が右側
で基本給が 202,500 円、基本給には時間外労働 30 時
間相当を含むものとするとあるが訳が分かりません。金
額がいくらかはっきりわからないからこういう書き方を
していると場合によっては固定残業自体が否定されて全
て基本給ですねということで残業単価がはじかれてしま
うリスクがあります。
　27 ページをご覧ください。これは先ほどの良い記載
例、悪い記載例と分けていますが要するに時間単価が変
わってきますという内容なのでここ自体はあとでお読み
いただければと思います。要するに表示方法を間違えて
3 つの要件、これをきちんと満たしていないと固定残業
自体が否定されてしまうことがあります。実際には IPO
の準備中にここで退職者から未払い賃金請求されるケー
スは意外と多いです。

未払い賃金発生パターン④

　28 ページをご覧ください。未払い賃金の発生パター
ンの 4 つ目ですけれどもこれは労働時間に該当するも
のとそうでないものを誤って扱ってしまうような形で
す。○をつけているのは労働時間に該当するもの、×は
該当しないものと整理してありますが、これがすべて正
しいというよりは自社でうちの会社の事例ではどうかな
というので同じような整理をしてほしいというもので
す。整理をしたものによって時間管理をする、労働時間
に扱う扱わないものを整理してほしいというものです。
　これを間違ってしまうと本来業務時間外に業務に関連
する必須の研修を会社がやりました、全員参加しろよと



10

言ったけれどもそれは君たちの勉強のためなんだから残
業代は請求出来ないとすると業務命令で時間外に研修を
受けていたので実際には労働時間ですよね、とかそうい
うものが未払いにつながる可能性がありますので、整理
するといってもきちんと法律上の考え方に基づいて整理
するをして間違った取り扱いをしないことがここのポイ
ントになります。29 ページは労働時間になるかならな
いかの考え方について書いたものですけど時間の都合で
省略します。

月 60 時間越えの割増賃金率

　30 ページを開いてください。今回の法改正の中にあっ　
たのでご参考までに入れていますが既に大企業は月 60
時間を超える残業をした場合には 50% 増しの割増賃金
を払っています。中小企業の適用の猶予も廃止になりま
したので 2023 年 4 月以降はこの 50% 増しが適用にな
ります。少し先ですけども 3,4 年後はすぐ来ますので今
から少しずつ長時間労働を減らしておかないと月 60 時
間越えの残業があった場合 5 割増しですから大きなイ
ンパクトになってしまいます。

過去勤務債務の清算

　31 ページをご覧ください。過去勤務債務の清算とあ
りますが先ほどの未払い残業が無いと断言出来ない場合
にはおそらく証券様からきちんと検証してくださいと言
われます。要するに未払いが過去 2 年の間にあるのか
どうか、あったらきちんと支払って清算してくださいと
いう話が出るので必須では無いがきちんと残業代が払わ
れていると断言できる状況になかった場合には確認する
必要が出てくると思います。
　その時に退職者も当然対象になりますので過去 2 年
間遡った間に勤務実績のある退職者は時効の 2 年で消
えるまでは権利を持っているので確認する必要が出てき
ます。ということを考えるときちんと対応していないと
退職者が多い企業様やもしくはあまり良い関係ではなく
辞めた方にも未払い賃金があるかないか確認させてくだ
さいということがあります。なのできちんと対応を早め
にスタートするのはそういったところでも必要になるの
かと思います。過去勤務債務の清算については必要か必
要じゃないかでいうと個別事情で判断します。

その他法改正、年 5 日の年次有給休暇取得

義務化

　32 ページからその他今回法改正がありましたので
ページ設けています。直接的に IPO 労務と関係するわ
けではありませんがこの 4 月から年次有給休暇の５日
取得義務が始まっています。年次有給休暇の原則を書い
ているだけですのであとで読んでいただければと思いま
す。
　33 ページをご覧ください。現在というのは 3 月まで
の話ですがまず年次有給休暇とは会社が該当者に必要な
年休の日数を付与すればよかったのです。極端な話本人
申し出がなければ 1 日も取得させなくても違法ではあ
りませんでした。ただ改正後この 4 月以降については 1
年間の中で積極的に労働者の希望を聞いて年 5 日を取
得させることになりました。5 日取らせないと罰則の適
用という話になります。実際は実務では労基署が入って
確認されて是正勧告される順番になりますが罰則付きに
なっているのでここも当然法令違反という話になりま
す。今までは無かった視点かもしれませんが IPO の審
査の中でこの管理簿があるかどうかが確認ポイントにな
ると思います。34 ページは年次有給休暇の習得の義務
化の内容を書いているが年休は基本 1 日単位で取得し
て 5 日間ですが半日単位でとって 10 回の換算 5 日でも
義務を果たしたことになります。
　ただ時間単位年休入れている会社様は１時間単位のも
のを 8 回取って 1 日とするカウントは年休取得には構
わないが 5 日の取得義務にはカウント出来ません。あ
くまでも 1 日か 0,5 日かで取る必要があります。あと繰
り返しになりますが 34 ページの一番下に年休管理簿と
いったものを必要とします。3 年間保存義務があるので
もしまだ用意出来ていないければご準備頂きたいと思い
ます。35 ページは年休管理簿の記載例です。こんな感
じのものを記載、ご用意くださいということです。36
〜 37 ページまでは基準日の考え方です。年休取得 5 日
間の基準日というのは考え方はいくつかあるがパターン
を書いてありますが原則付与された日を基準にしてくだ
さい。ですからこの 4 月 1 日以降に最初に付与された
日を起点に 1 年間、4 月 1 日一斉付与をとっている会
社様でなければ個別に管理してますので一人一人何月
何日と付与されていきますが、この 4 月 1 日以降最初
に付与された日を起点として 1 年間管理していきます。
その内容が 36,37 ページに例外と書かれているが考え
方は一緒ですのでご参考にしてください。
　38 ページに書いているのはパートさんとか短時間で
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働く方は年休を比例付与しています。そうするとその人
たちはいつから年休取得 5 日の義務を適用対象かとい
うとこの 4 月 1 日以降に最初に 10 日以上付与された日
から対象です。なので、2 年 6 月か月目で働いている例
でいうと週 4 日なので 2 年 6 か月目以降で 9 日付与さ
れたという方は対象外です。あくまでも 10 日以上付与
されたタイミングから 1 年間カウントするという考え
方になります。パートさんのいる会社様はそういう管理
になります。39 ページは就業規則の記載例です。今回
の年休 5 日取得義務を受けて就業規則の改定は一つこ
の条文を追加することが必要なのでまだ対応されてなけ
れば、これを少し変える必要はありますが、就業規則に
一文足すことが必要なのでご注意ください。
　40 ページは第三ステップとしていますが適切な人事
労務管理体制の継続です。要するに気を付けなければい
けないポイントは重要項目だけ取り上げてここまで触れ
てきました。実際には不備があった場合はそれを改善す
るわけですが改善した後に一番重要なのはそれを継続的
に運用することです。41 ページに継続的なモニタリン
グの重要性と書きましたが、管理監督者が幹部クラスに
サービス残業を無くせともし経営者が言ったとしても
三六協定順守をその管理職や現場の責任者は意識します
ので残業月何十時間までと言ってそれを現場に徹底させ
ることです。実際に効率化を図り徹底させるのはいいが
場合によってはそこだけ悪く言えばそんたくして、越え
てなければいいんでしょと、サービス残業となって隠れ
てしまうケースがあるのでその辺りは現場の責任者も含
めて意識付けが非常に重要です。一番下の枠の中になぜ
残業は長時間化するのか書きましたが、業務量の過剰、
仕事の進め方が悪い、当然スキルや能力が仕事に合って
いないというのもあります。最近減っているが上司がい
るから帰りずらいやあとは生活残業になっていて残業し
て稼ぎたい、こんなケースも多いです。今まで時間管理
していなかったが IPO を目指すので時間管理を入れた
けどそもそも時間に対する意識が低くて徹底出来ない
ケースもあります。現場の責任者が一番現場を見れてい
るので現場の責任者の意識と組織として様々な業務の見
直しをやる必要があると思います。
　最後になりますが 42 ページに最後と書きましたがそ
こに 1,2,3 と書いていますが重要ポイントの順守とい
うのは先ほど見てきたように労働時間管理、割増賃金、
三六協定といった項目ですがその順守はもちろん、将来
に向かってどうやってそれを管理するかその管理体制
が重要です。三六協定守るときに管理体制がないと守れ
ない。チェックリストの活用も必要ですし２番目に運用

ルールの明文化とありますが全て IPO においては人事
労務だけではなく全て明文化がキーワードだと考えてい
ます。ルールがあれば明文化されていてその通りに運用
されていることが重要です。3 つ目現場の管理者が一番
コントロールしているからこの方たちにルールをしっか
り植え付けて理解しているかがポイントになります。と
いうことで継続的なモニタリングが重要というところを
お伝えして終了とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
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株式会社アトラエとは
はじめましてアトラエの川本と申します。宜しくお願い
します。私の方からは森田先生とまた違った観点で組織
を成長させていくにはどうしたらいいのかというところ
をお話出来ればと思います。今回は弊社が運営をしてい
る組織改善プラットフォームの wevox のご紹介という
よりは、その前段階にあたってこれからの時代どういう
組織運営をしていけばいいのか我々の会社の観点からお
話し出来ればと思います。どうぞ宜しくお願いします。
　早速、アトラエ知ってますよという人いらっしゃった
ら手を上げてもらえますか。ありがとうございます。よ
うやく知名度も上がってきまして嬉しい次第です。まず、
我々の紹介をさせていただいてその上で先ほどのテーマ
についてお話出来ればと思います。我々はアトラエとい
う会社は、昨年度 41 名の時点で東証 1 部に上場した企
業になります。今回のテーマをお話するにあたりまして、
2 つの観点から弊社なりの見解をお話できればと思いま
す。まずは１つは我々が運営をしている事業領域にござ
います。自分達ではピープルテックという造語を作って
人と人との可能性を拡げていく事業をテクノロジーを駆
使しながら展開しております。一般的には HR テックと
呼ばれる領域のサービスを運営しています。主に採用系
のサービスの「Green」にて、人を採用することを支援し、
そしてその人を定着活性化していく組織体制を先ほどの

「wevox」、また垣根を超えて人と人との出会いを加速し
ていくビジネスマン向けのマッチングアプリ「yenta」
という三つの事業を展開している会社になります。こう
いった事業的な観点と、もう 1 つの観点が、我々自身
自らが創業当初から組織作りにかなりこだわってきた会
社という点になります。最近では、おかげさまで、さま
ざまなメディアに取り上げ頂く機会が増えてきました。

例えば弊社の特徴の一つとして我々には役職というもの
がありません。なので出世という概念自体が存在がせず
肩書きもありません。おそらく東証 1 部に上場してい
る会社で唯一のフラット組織かと思っています。
　また、少しずつわかりやすい形で数字が出てきたとい
うところもありまして非常に人が辞めない中で年々生産
性が上がり、GPTW、日本における働きがいのある会社
ランキング (Great Place to Work) で今年 2019 年度小
規模部門で 1 位を取ることが出来ました。アジアでも 5
位と日本企業で唯一の一桁台になり様々なところで会社
を評価していただけるような状態にやっとなってくるこ
とができました。ですので、繰り返しになりますが、今
回は運営している事業の側面と自身が自ら行ってきた組
織作りを実際にやってきたこの 2 つの観点で今回のテー
マの成長を加速させる実現する組織とはどういうものか
お伝え出来ればと思います。

やる気や働きがいの状況

　早速本題に入りますと、日本の状況というところで言
いますと非常に良くないです。日経新聞にも上がり話題
になりましたがそもそも日本には仕事に対して熱意を
持っている人が少なく 139 カ国中 132 位でありやる気
のある社員はわずか 6% しかおらずやる気のない社員が
70% で残りは周りに不満を垂らしているそんな状況で
あります。生産性であったり一人当たりの GDP も低い
状況でこちらも昨年度話題になった記事ですが平成元年
時点では、世界の時価総額ランキングでは 50 位中 32
社が日本の企業だったのに対し昨年度平成 30 年時点で
はわずかトヨタの 1 社のみと平成という時代は失われ
た 30 年と呼ばれています。平成生まれの私はこの状況

第 2 部「成長加速を実現させる組織の共通点」

川本 周 氏

株式会社アトラエ



13

に憤りを感じておりここから変えていくためにはどうす
ればいいのかお話ししたいと思います。
　まず、組織運営や市場においての前提条件が変わって
きていることがあります。かつてはいかにミスを最小化
して効率のいい仕組み、オペレーションを作っていくか
というところに組織としての競争優位性がありました。
それに対して、今後の時代はクリエイティビティやアイ
デア、多少のミスは許容しながらでも挑戦や変化をし続
ける組織が競争優位になっていくと考えています。従来
の組織のあり方は労使関係の中で会社の内と外に大きな
壁を作りながらヒエラルキー型の組織で先ほどのオペ
レーションを回していました。

これからの時代の 3 つのキーワード

　しかし、これからの時代は「チーム」と「ビジョン」
と「自律分散」の 3 つがこれからの競争優位のキーワー
ドになっていくと思います。
先ほどの労使の関係でいうと労働者側はいかに最小限の
労働で最大の対価を得るかという思想になるが、一方で
経営者はいかに最小のコストで最大のリターンを得るか
という発想になり利害が一致しない。これでは強い組織
は作ることができません。そこで必要なのは、「何」を
やるかではなく、「なぜ」やるのかの部分としてビジョ
ンを掲げ、経営者もチーム一丸となり、誰かが誰かに命
令していく型ではなくそれぞれが自分達の考えや思いで
自律分散的に進めていくことが今後の組織において大事
であると考えます。こういった変化に強い組織がポイン
トだと我々は考えています。
　ここで大切な事はテクニックや方法論ではなく従業員
の皆様が高い意欲を持って働ける組織を作る事に尽きる
と考えています。これでなぜ成長につながっていくのか
ですが、我々の考えている成長サイクルがあります。ま
ずは従業員の意欲、そして人が今後の時代はより大事に
なってくると考えています。なので、社員の物心両面の
幸福を追求していくことによって採用市場において良い
人材の獲得が出来、獲得した人材の定着や活性化をして
いきます。そこで、正しい価値観でもって事業を創造運
営していくことによって売上や株式市場での評価につな
がりさらに会社の社員の安心出来る一歩につながって
いく、このサイクルを続けていくことが大事だと考えて
我々も実践しております。そして、前述の通り、年々一
人あたりの生産性を更新しながら企業として成長をして
くることができております。

組織作りの 3 つのポイント

　では、そのような組織をどう作っていくかは大きく 3
つポイントがあります。一つ目はソフトの改善、二つ目
は対話・コミュニケーション、三つ目はマネジメントス
タイルの変更です。具体的にソフトの改善がファースト
ステップです。ここでいうソフトは会社の文化や考え方
であったりマインドを指しています。一方で対比のハー
ドは制度やルールを指しています。
　弊社が運営をしている組織改善サービス「wevox」で
のお客様とのお話において、どういう人事制度や評価制
度を入れれば良いですかというお話を頂きます。です
が、ここで大事なことはいきなりハードの改善ではな
く、なぜそういう状況なのか深掘りしていくソフトの改
善がファーストステップだと思います。いきなり制度を
作ると与える側と与えられる側の関係性になり浸透やお
互いの腹落ち理解が揃わずにうまくいかないことが多い
ので、当然変化にも強くありません。まずは素の考え方
を改善していくのが大事だと考えています。二つ目は対
話・コミュニケーション。最近でこそ、少しずつ対話を
推進していく流れが出てきていると思いますが、人間効
率を字面だけ追っていくと、対話は無くしていく傾向に
あります。お互いの信頼関係をベースにいいものを作っ
ていく上でそもそも他人が何を考えているのかわからな
いので対話をしないといけない、そういった意味で対話
は重要だと考えています。wevox 上でも対話をベース
として組織改善を進めていく企業様はエンゲージメント
では改善傾向にあり、そういったデータからも対話は重
要だと考えています。
　最近は KPT や OKR などフレームワークが出てきてい
るので活用すれば対話を推進出来ると考えています。三
つ目のマネジメントスタイルの変更は、これからの時代
は選択肢が多く価値観の多様化していく中でトップダウ
ン的にマネジメントをしていくのではなく後ろからお尻
を押していくような形、サーバントリーダーシップと
呼ばれるがその人にとって一番頑張れる栄養分をマネー
ジャーの方が見つけてあげてそれを後ろから押してあげ
るようなスタイルが大事だと考えています。ですのでこ
の 3 つの点は今後成長していく組織になる為の一つポ
イントだと考えています。社員の意欲を高めてクリエイ
ティビティやアイデアを最大限に発揮出来る組織を作っ
ていく事が変化にも強く成長していく組織につながって
いく大切なポイントだと考えています。
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エンゲージメントについて

　ではそのような企業はどういう状態を意味するのかと
いうところで、ここでエンゲージメントが高い状態を作
り上げていくという話になりますが、エンゲージメント
の語源はエンゲージメントリングからきており婚約とか
契約を表す言葉で人と何かの間の関係性の質を見ていく
指標になります。これを組織に置き換えると従業員の組
織や仕事に対する自発的な貢献意欲を見ていく指標とな
ります。ES( 従業員満足度 ) との違いは、ES は会社から
与えられているものに対しての評価であり満足度でしか
ない。なので、会社側が給与や福利厚生を与えれば不満
足ではない状態は作れるが活力やパフォーマンスの向上
にはつながりにくい。またモチベーションは、個人それ
ぞれの動機であり例えば女性にモテたいとかお金が欲し
いなど必ずしも仕事や組織に関係ない部分もある。その
ため我々はこのエンゲージメントを採用しています。
　エンゲージメントを上げていくとどうなるのかという
と当然一人一人の働きがいや人間関係の関係性が強まり
結果として組織のパフォーマンスが上がりその一方で離
職や欠勤などネガティブな部分が改善されていく指標と
言われています。実は欧米の方が進んでいてエンゲージ
メントを世界的な成長企業は経営の中に取り入れて経営
をしています。背景としては、元々従業員満足度を重視
する流れは 10 年程前からありましたが従業員満足度を
重視した結果、従業員満足度が高いにも関わらず経営破
綻する会社が現れてきました。その状況を受け、経営と
して追いかける指標が別にあるのではないかという課題
感からこういった企業が先進的にエンゲージメントを経
営の中に取り入れてきました。
　実は、日本においてもメディアにエンゲージメントの
記事が上がってきたり経産省様や厚労省様などの官公庁
様も今は非常にエンゲージメントに注目しています。働
き方改革の実態として働きやすさ改革みたいなものが多
くいわゆる働きがいや活力を上げてパフォーマンスを上
げていくという部分に関して取り組みがうまく出来てな
いところもあります。実は官公庁の方が実際に弊社の組
織に視察に訪れられていたり、一部の官公庁では実際に
wevox を導入頂いたりもしています。自分たちで実際
に取り組みながら、様々な施策を考案していくという姿
勢です。まさに日本全体でも注目をしている形になって
います。ですので、ここまでのお話をまとめさせていた
だくと、成長をしていく組織において大事な部分は社員
のエンゲージメントを高められる組織作りの経営をして

いく事だと我々は考えているというのは本日のテーマに
対する解となります。

事例やデータのご紹介

　ここからは実際の弊社の事例やデータのご紹介になり
ます。まず wevox のご紹介をさせていただきます。先
ほどのエンゲージメントをわずか 3 分のアンケートで
測定する事が出来るサービスです。現在 700 社以上に
ご利用頂いており自社内や他社とも比較出来るサービス
になっておりエンゲージメントを簡単に可視化して次の
改善につながることができるサービスになっています。
今からお見せするのが自分たちで使っているアトラエの
エンゲージメントスコアの結果になります。100 点満
点で縦がグループで横がエンゲージメントの改善のため
の 9 つの要素ですがアトラエにおいては高い状態になっ
ています。700 社の中で平均は 100 点中 67 点くらい
になっており 80 点を超えてくると非常に高く上位の
10 〜 20% になります。
　ここで、実際に、弊社がどのような組織運営を取って
いるかといいますと、大前提はルールは最小限でいい、
まずは意欲を持っている社員が無駄なストレス無くいき
いきと働ける組織であれば手段はなんでもいいと考えて
います。余計なルールは一切ありません。基本的には性
善説で全てを運営しております。その一つの表れが先
ほど冒頭でご紹介した役職がない組織や 360 度評価に
よって全ての給与を決めている事です。自分が指名した
5 人からの評価によって自分の評価が決まるという給与
の評価制度を設けています。また、全社員が経営者レベ
ルの情報を取得出来ます。いわゆる他社員の給与情報
以外の全ての情報に触れる事が出来ます。そして全社員
に、オーナーシップをもってもらうインセンティブとし
て RS( リストリクテッド・ストック ) が付与されて株式
を持っています。
　また、働き方も様々でありどこでどういう形で働いて
いても良く最低限の道徳や倫理に反する事以外は何をし
ても良いです。こちらはアトラエの執務スペースの風景
ですがお子さんが夕方くらいにオフィスに帰ってきてお
母さんと宿題をしていることがよくあります。過去に
ペットを家に置いておくのは可哀想という事で犬が半年
くらい出社していた時期もありました。基本的には何を
やっても良いという会社です。働きがいがありすぎる為
か、仕事に夢中になる社員が多いので働き過ぎる社員が
多いので 3 年連続勤続すると 1 ヶ月間休暇を取れるサ
バティカル 3 という制度も設けていて海外に行ったり
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インプットしたり違うことにチャレンジしたりする環境
もあります。
　「対話」という観点では、2 年くらい前から ATPF、ア
トラエ的プレミアムフライデーとして 1 ヶ月に 1 回全
社でいろんなメンバーといろんなテーマで会社について
話すというのを設けています。その他、事例を申し上げ
ますと、役職が無いのもそうですがポジションも自由で
す。こちらの写真は、社員がテレアポをしている風景で
す。このときは、ある大規模なイベントで名刺交換をさ
せて頂いた方達にいるシーンです。でも実は彼らのポジ
ションは、奥から順にエンジニアとインターン生とデザ
イナーとなっており、本来はテレアポをするようなポジ
ションではありません。例えると、サッカーでいうフォー
メーションを決めているイメージで、今この局面で試合
に勝つ、成果を出すためには開発やデザインより目の前
の 1 日 2 日であればアポを取って出来る限りセールス
をするのが良いだろう考えてフォーメーションを変えな
がらやっています。

2 種類のエンゲージメント

　ここからは大きく話が変わりましてデータ的な話にな
ります。エンゲージメントメントを大きく分けるとワー
クエンゲージメントとエンプロイーエンゲージメントに
分けられます。仕事好きの対仕事と、会社好きの対会社
になります。我々はツールを使ってその人にとってなん
の要素がエンゲージメントをあげるのかを解析する事が
出来ます。会社によって当然従業員が重視するエンゲー
ジメントは異なります。ベンチャー企業がイメージしや
すいと思いますが小規模な企業の従業員様は会社好きの
方がエンゲージメントに影響するケースが多いです。社
長が好きなど想像の範疇ですが会社好きが影響している
と思います。
　一方、数百名以上の大手企業は仕事好きの方が影響が
あるというデータが出ており、さらに仕事好きの中でも
約 30 個近い項目の中で影響度の強弱のランキングがあ
ります。働き方改革で重視されがちな給与とか労働環境
は実はそれほど影響を与えていない、トップ 6 を見て
いただくとやりがいや能力を活用出来ているかだったり
成長機会や上司との関係性という所の方がエンゲージメ
ントには影響しているというデータ出ています。ですの
で、先ほど申し上げたマネジメントスタイルの変更のポ
イントになるような上司の項目はかなり重要になってく
る事と上司とのコミュニケーションの量や質がエンゲー
ジメントに大きく影響しているというのがありまして、

wevox のデータ上では 1on1 を実施している会社とそう
でない会社では、実施している会社の方が圧倒的に点数
がいいという結果が出ています。
　その中でもプライベートの話をしている方がより点数
がいいという結果もあります。1on1 が良いというより
1on1 の機会の中で効果的に行っていくというデータに
なっています。またエンゲージメントスコアは明確に離
職率と相関性があります。我々が今持っているデータで
いくとその会社の平均点の 15 点低い層は離職率が 20
〜 25% と高く危ないゾーンになっています。こういっ
たものがツールを通じて出てきていますというお話で
す。あとは、組織改善において経営者のコミットは大事
だがそれだけではダメで、（スライドの）赤線が経営者
や人事などの会社の一部の人達だけが推進したエンゲー
ジメントスコアになっています。
　一方で青線のように経営者や人事の方はもちろんのこ
と現場のメンバーが自ら自分たちのチームがどうやった
ら良くなるか議論しながら進めていったものは実際改善
をしています。何かを変えてく時に一部だけではなく全
体で一致団結で変えていくことが大事になります。あと
実は、年齢が上がる、勤続年数が増えるとエンゲージメ
ントが下がる傾向があります。役職、昇級してる人を含
めたデータでもそうであり昇格している人を外すとさら
に下がります。感覚的には大丈夫だと思っているところ
も実は違うこともあります。それをいろんなツールで可
視化する事が出来ます。

上場前後のエンゲージメントスコアの変化

　せっかくですので本日のテーマである上場の前後でど
ういう風にエンゲージメントスコアが変わったのか我々
のデータをお見せしたいと思います。管理部門の支援の
項目、職場周りで支援をもらえているかに関しては我々
は上場の 6 月頃は下がってしまっているというデータ
です。オレンジ線と赤線に分かれていましてオレンジ線
は職務上で支援を受けられていたか赤線は使命や目標の
明示があったかそれぞれ上場承認が降りた時点で右肩で
下がってしまっていますが、一方で同じ時期にセールス
では承認の項目は上がっており対外的にも自分たちはあ
る種の認められたサービスを行っているんだというとこ
ろで上がっています。
　さらに一社だけ別の会社の例を持ってきますと上場前
後は全体としてはエンゲージメントは上がっていまし
た。上場日から見て半年前からと上場後 2 ヶ月の約 8 ヶ
月間を見て右肩上がりにエンゲージメントは上がってい
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ました。その中で何が一番良かったのかを会社様にヒア
リングしたところ上司との人間関係の改善が影響が大き
かったという話であり、そのことはデータにもあります。
　まとめとして、社員のエンゲージメントを高められる
組織作り、これが今回のテーマの一つの回答になります。
ご清聴ありがとうございました。
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佐藤：続きまして、今からパネルディスカッションを
させて頂きます、今お話頂いた 2 人の方に加えまして、
村田さんに入って頂きます。
まず、村田さんのご紹介をさせて頂きます。1991 年よ
り 27 年間、証券取引所に勤務。2003 年に最年少で執
行役員に就任し、ナスダックジャパン市場の撤退からヘ
ラクレス市場立ち上げの責任者を務められました。その
後、上場審査部門の担当役員を務められ、2010 年には、
国内初となる証券取引所の TOB を行い、ヘラクレス市
場と JASDAQ 市場統合の上場制度の設計や市場創設業
務の陣頭指揮をとられました。2013 年には、東京証券
取引所の執行役員としてマザーズ市場などの上場推進業
務に当たり、これまで約 500 社の IPO の上場誘致や上
場審査を経験されていらっしゃいます。2018 年、パブ
リックに成長を目指す経営者とともに歩むパートナーと
なることを目的に、PUBLICGATE 合同会社を設立。株
式会社スマレジ、ちょうどこの間上場しましたけれど
も、複数のベンチャー企業の社外役員なども兼任されて
いらっしゃいます。
　村田さんと私は十数年前から、ちょっとこういう言い
方をするのも失礼なんですけれども、友人として一緒に
山登りをしたり、一緒に食事をしたりという仲で、たま
たま私の高校の先輩、これは本当にたまたまなんですけ
れども、でいらっしゃいます。素晴らしい方で、要は

「ミスター上場」「ミスター IPO」みたいな方なんですね。
あまりにも若く執行役員に就任されていたのでまだ 50
歳になられたところなんですよね。普段接していると人
格者だなと感じているんですけれども、そういう方が、
あちら側の世界で上場を支援する、あるいは審査すると
いう、立場でいてくださって良かったなぁと個人的には
思っていました。そういう地位を捨ててまで、こちら側

の世界に来られて、まだ 1 年くらいしか経っていない
んですけれども、今日はその村田さんから、色んな話を
お聞き出来たらいいなという風に思います。ではお三方、
壇上にお上がりください。

上場できた要因・できなかった要因

佐藤：ではですね、今から約 1 時間、お三方によるパ
ネルディスカッションを始めさせて頂きたいと思いま
す。改めまして宜しくお願い致します。

佐藤：では、今まで御二方のお話をお聞きさせて頂きま
して、ハーズバーグの２要因理論を用いて、進めさせて
頂ければと思います。人事の方でしたらお聞きになられ
たことがあるかと思うんですけれども、モチベーション
は２つの要因から成り立っているという理論を作ったの
がハーズバーグっていう心理学者なんですけれども、彼
は 2 つの要因のうち、1 つが衛生要因と呼んでいます。
これは違う名前では不満足要因という風に言われており
ます。
　この不満足要因を解消しても満足にはならないんです
ね。不満足要因を排除しても、不満足要因が低減し満足
要因は増加しない、そういう要因を衛生要因と言います。
一方で、動機付け要因というのが、もう一つの要因でし
て、これは別名、満足要因と言われております。この 2
つは皆さん、何となく人事をやられていたり、会社を経
営されている方々なので、実感値として持たれていると
思います。この満足度要因というのは、満足要因が充足
されている時に満足要因が増加し、充足されていなくて
も、満足要因は提言しないという理論です。まさに今日
はその 2 つの衛生要因と動機付け要因の視点からお話

パネルディスカッション「上場を実現させてきた企業の組織創り」
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をして頂いたらなぁっていう風に思っております。
　それでは最初の質問を村田さんにさせて頂きたいんで
すけれども、約 500 社の上場を審査、あるいは推進す
る立場として、見られてきた中で、これらの要因が原因
で、「こういうところが良かったから上場できたなぁ」
とか、逆に「ここのところがうまくできてなかったから
上場できなかったのかなぁ」とか、そういったような会
社様、実名はいらないんですけれども、何かそういう事
例みたいなものをお話頂けたらなぁと思います。
村田：村田です、宜しくお願い致します。佐藤さんの方
から過分な紹介があり ( 笑 )、どうしようかなぁと思っ
ているんですが、まぁ秘密の話でもないですけれども、
さっきご紹介があったように、いろんな企業をですね、
証券取引所というプラットホームから拝見するにつれ、
僕もあとで質問してみたいなって思ってたんですけど、
会社って人の集まりじゃないですか。で、よく経営成功
の法則とか、失敗のパターンとか、上場の成功・失敗み
たいなのを証券取引所にいるときも、「体系化できない
かなぁ」というのは自分のライフワークとしてずっと
あったんですけれども、色んなケースがありすぎて、あ
まり綺麗に仕分けできないなぁと思いながら今日に至る
んですね。
　さっきもご紹介ありましたけれども、今まで証券取
引所という立場で色んなベンチャーに書面上ちょっと
ディープな書類も出して頂いて面談させて頂くケースも
あれば、フロントで上場の開拓をやっていたので、審査
権限がない立場で少し柔らかい経営情報に触れながら企
業を見ている立場もあったんですけれども、今は証券取
引所の枠を出て、一個人としていろんな企業に関わって
いて、本当に会社経営って大変だなぁと思うんですね。
　成功のパターンとか失敗のパターンとか本でもいっぱ
い出てますし、セミナーも行きましたし、色々話を聞い
たんですけど、なんだかなぁと思って、あんまり結論な
いんですが結局は人の集まりなので、正直答えはないん
じゃないかなぁというのが今日なので、本当は「こうす
れば上場できますよ！」とか「これをすると上場失敗す
るから注意して下さいね」とお伝えできればいいんです
けど、私自身が暗中模索のまま証券取引所の生活を経て、
現在色んなベンチャーに関わっているというところにな
ります。
　やっぱり人の集まりなので、これは主観でしかないで
すけど、オフィス入ったときとか、経営幹部にお会いし
た時に、何となく「空気悪っ」って思う時があるんです
よね。皆さんも友達の家庭に行かれた時に、「あったか
い家庭だなぁ」とか「ちょっとギスギスしてる家庭だ

なぁ」っていうのは、家族の関係性とか、建物の造りで
何らかの印象を得られることがあると思うので、私もい
ろんな会社さんにお邪魔してる中で、やっぱり伸びてる
会社はまあ明るいし、元気があるし、伸びてない会社は
暗いし、元気がないしっていうのはひとつ、ものすごく
抽象的ですけど、傾向としてあるかなぁと思います。

佐藤：もう少し突っ込んだ話をお聞きしたいです。例え
ば 1 つ目の不満足要因、上場の時の審査をされていた
時に、不満足要因、例えば私も人事の会社で私も色々な
会社の人事を見させて頂いてますけれども、例えばサー
ビス残業とか、未払い賃金、長時間労働と低賃金で、こ
れが自社の商品やサービスの差別化要因になっちゃって
る、要はちゃんと法律通りに給料を払ったり、労働時間
を守ったら、自社のサービスや商品が成り立たないみた
いな、そういうケースがあります。それを是正して上場
をするとなると、「そんなんやったらいらんわ」みたいな、
要は商売あがったりになってしまう会社とかはどうなん
でしょうか？
　特に労働集約型のビジネスをされているような会社が
法律を守って、付加価値の高い商品・サービスを提供し
ている場合は、それを払ってもあり余るほどの利益があ
ればいいだけなんですど、でそうでない場合は、これ払っ
たら赤字転落みたいな、そういうケースっていうのも
ちょっとあるんですけど、村田さんが審査とかをされて
た頃に、そういう会社ってたぶん村田さんのところに行
く前の段階で淘汰されてるかもしれないんですけど、実
際そういうような事例というのはありますか？

村田：そうですね、上場できるかどうかという話と、上
場できたとしてどういうフェーズで経営判断として上場
するかという 2 通りあると思うんですけど、まず前段
の上場できるかできないかっていうのは、すごく業種と
か将来性とかすっ飛ばして言うと、売上 10 憶、経常利
益 1 億あったら普通に上場のテーブルには乗ると思う
んです。実際それより成長性があると市場で評価され
て、小さい規模で上場された会社さんもあるんですけど、
なぜ取引所がいろんな審査項目を設けているかっていう
と、そこは利益の質を見ているんですね。
　経常利益が１億円あったときに、佐藤社長が仰ったよ
うな未払い、労働債務に限りませんけれども、未払いの
債務とか、色んなリスクを聞いたときに、そもそもビジ
ネスとして成り立っていないようなものは当然、証券会
社さんの段階ではねられて上場しませんし、証券取引所
でも結局何を見てるかっていうと、利益の絶対額もあり
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ますけど、質を見てるってことになります。その数字の
質がいいということであれば、持続性・再現性があると
いうような発想で審査していますね。

約 500 社の上場審査の中で
印象に残っている企業

佐藤：なるほど。それでは次に動機付け要因、満足要因
の方なんですけど、今まで 500 社の上場に限らず、要
は上場できなくとも素晴らしい会社ってたぶん山ほどあ
ると思うんですよ。特に村田さんが印象に残ってる会社
様ってどういうところがありますか？実名はなくていい
んですけど。

村田：え、単に私が印象に残ってる？

佐藤：印象に残ってる、要はすごくこう、アトラエさん
もその一つかもしれないですけども。

村田：皆さん今日どんな方がおられるとか、どういうきっ
かけでここにおられるか全然分からないので、何とも申
し上げようがない部分もあるんですけど、僕はやっぱり、
上場は素晴らしいと思ってるんです。なぜ素晴らしいと
思ってるかというと、スポーツに当てはめて考えるとよ
く分かると思うんですけど、来年オリンピックありま
すけど、スポーツ選手で「私はオリンピック目指してま
せん」って宣言する人っていないと思うんですよ。そも
そも、スコア的に無理なんで、あえてコメントしないっ
て人はまぁいるかもしれませんけど、やっぱりスポーツ
選手である限り、日本代表として、オリンピックという
大きな舞台で、大観衆の目に触れて、記録を残せるよう
にチャレンジしたいと思うのは当然のことだと思うんで
す。こと経営に置き換えたときに、皆さん頑張って経営

しているけれども、全部の会社が社会から陽が当たるわ
けじゃないじゃないですか。広告出して Web で紹介さ
れるとか、雑誌に載るっていうのもちょっと嬉しいかも
わかりませんけど、そうじゃなくて本当に社会全体の目
として、「あなたオリンピック出ていいよ」って言われ
るレベルって、今でいうと上場くらいしかないんだと思
うんです。
　200 〜 300 万社ある中で私もまぁ小さな会社の端く
れですけど、アトラエさんみたいにやっぱり 3700 しか
ない上場会社になるっていうのは、創業された方からす
ると「人生の意味そのもの」、自分が 0 から作った会社
とか、誰も知らない、潰れそうなときにジョインされた
方が、世の中に認められる喜びっていうのは本当に、ど
この会社っていわないけれども、その上場セレモニーと
いうものに僕はこう、すごく人生の喜びを感じるんです
ですね。で、それを仕事にしようと思ったんですけど…
まぁ印象に残ってるって意味で言うとやっぱり、上場前
からお付き合いあった社長さんとか、上場セレモニーの
ときに先代の写真をポケットに潜まれたり、創業者の
遺影なんかを持ってセレモニーに来られたときは、そ
の前振りの話を知ってるときなんかは、ちょっとうるっ
とするとかはありますね。
　あとはスポーツでもそうですけど、大きな舞台に立っ
て全員が全員、金メダルを取れないのと同じで、上場
してすごい残念になってしまった会社さんもあります
し、思いのほか伸びた会社さんもありますし、それっ
て何かこう、事業の価値と経営の価値という観点から
すると、成長する業界にいるっていうのはすごく得な
気もするんです。ぶっちゃけ何がそんなにすごいのか
よく分からなくてもマーケット伸びてたら行くじゃな
いですか。IT の先頭集団にいたり、不動産のトップラ
ンナーにいたりすると。だから、皆さんができることは
たぶん、経営力を磨くってことくらいしかできないと思
うんです。経営力と、あとは掛け算でどれだけ伸びるマー
ケットにたまたま居合わせるのか、あるいはピボットす
るのかというのが大きいと思いますね。

「ルールをちゃんと適用する」 vs
 「ルールは最小限でいい」

佐藤：ありがとうございます。続きまして村田さん、先
ほどお二方のご講演を聞かれたと思うんですけれども、
IPO の視点から、それぞれ森田さんと川本さんのお話で、
何か質問とかございますか？
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村田：話を聞いてて、すごくいい組み合わせだなぁと
思ったのが、森田さんはやっぱりこう、ルールをちゃん
と適用されるお仕事をされてるじゃないですか。かたや
川本さんは、ルールは最小限でいいみたいな話があった
り、すごく対照的なお二人だなと思って聞いていたんで
すけども、これは森田さんと川本さんに一言ずつコメン
ト頂きたいんですけど、組織ってやっぱり日々変わって
いきますよね。50 人の組織が 100 人になり 200 人に
なり…さっきも「時間が経過するとエンゲージメントが
下がる」というお話がありましたけど、若いときはわい
わい、サークル的にやるのが楽しいけれども、それだと
30 代、40 代、50 代となっていったときに変化も当然
あるんだと思いますし、そのあたりちょっと対極な立ち
位置でお仕事されているので、お互いに対して何かこう
質問とか印象とかあったんじゃないかなと思うので、そ
の辺何か軽く会話して頂けるとすごい興味があるなぁと
思います。

森田：ありがとうございます。最初の動機付け要因・満
足要因と、いわゆる衛生要因的なところが私が話をした、
いわゆる労務コンプライアンスの話ですね。できて当た

り前で、できていないと不満になるという話なので、私
も本当にこの組み合わせは偶然かと思うんですが、すご
くいい組み合わせだったなと思っています。私の仕事は
確かに法令なのですが、労務コンプライアンス、法令順
守といっても、ここに倫理観の話もあるわけですね。
どうしても、もっとこう会社のために色々やってあげた
いんだけれども、こと IPO 労務というところの改善に
関わっていると、どうしても審査をクリアしなきゃいけ
ないということもあると思うんですね。本当はもっとこ
ういう風にやったら自由に、長く働けるのになぁってい
うのを思いながらも、どうしてもやっぱり審査上、越え
なきゃいけないハードルを意識して「ここまでやりま

しょう」と、少し硬くなるといいますか、そういう仕事
をなので、逆にすごく羨ましいです ( 笑 )。

川本：一応我々の会社も「ルールはない」と申し上げた
ものの、上場にあたって色々ルールができたみたいな側
面もありますんで、ルール無視してやっているわけでは
ないというのはあります ( 笑 )。ただですね、本来我々
が大事にしたい哲学に対してルールというものが邪魔を
するのであれば、ルールすら変えちゃったらいいんじゃ
ないかっていう考え方があるんで、専門家のご意見も頂
きながらですけど、本当に「こうなっちゃアウトじゃな
い」ラインで、変えれるルールは変えていったろってい
う形で、今やっています。で、それが誰にでも分かる形
で一つ世界に対して発信できれば、またいいルールにな
るんじゃないかなという部分もありまして、そこの当事
者と思って、我々はやっているという形ですね。なので
ルールを破ることが別に目的にはなっていないっていう
のが一つあります。ルールは守るものだと思っています
( 笑 )。

性善説の経営は成り立つか

村田：佐藤さんにご意見頂きたいんですけど、上場審
査っていうのははっきり言って性善説では成り立たな
いわけです。なので性悪説寄りに「できてますか？」っ
てのをチェックしていくんですね。ただまぁ、労働法
に関して言うと、労働基準監督署が求める以上のこと
を証券取引所が求めることはないので、それはまぁ単
純に法律を守ってくださいねってだけの話なんです。
個人情報の保護もそうだし、消防法とかもそうだし、
たくさんの法律がある中の一つとして守ってくださ

いっていう感じではあるんですけど、性善説的な経営っ
て…どうなんですか？まぁ何が性善説で何が性悪説でっ
てバッサリ仕分けできないかもしれないですけど、僕は
率直に言うとね、今はいいけど、それで 10 年、20 年行っ
たら、逆に言うとすごいなぁっていうか、どっかで舵を
取らないといけないときが来るんじゃないかなぁと思っ
て聞いてたんですけど、何か人事の仕事をされててその
辺、コメントありますか？

佐藤：…（川本さん）何かしゃべりたそうな…( 笑 )。

川本：( 笑 ) そうですね、よく頂くお言葉です。非常に
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ありがたいなと思っていまして、だからこそ我々はやる
んだってところを持っている次第ですね。実はお話でき
ていなかったんですけど、我々の会社におけるビジョ
ンっていうものは、「世界中の人々を魅了する組織・会
社を作る」というところで、それはまぁ事業的な側面と、
組織体系的な側面とで、それこそ世界中の人々を魅了す
る会社を作ること、これが僕らの目指しているところな
ので、まさにチャレンジしたい領域っていうのが一つで
すね。あと実はですね、2003 年創業で、創業 16 年を
迎えてまして、最近出来上がった新興ベンチャー等と、
ご紹介頂くんですけど、年次はしっかりそれなりに行っ
てるような会社ってところでして、ようやく最近注目し
て頂けるようになってこれたという認識なので、まぁこ
こからさらにという風には思っています。…ちょっと一
旦言いたいことを先に言っちゃいました ( 笑 )

佐藤：森田さん、何かありますか？

森田：…大丈夫です ( 笑 )。それよりも、村田さんから
最初にお話があった中で、印象的な会社のお話をされ
てたんですけど、私たちも、IPO の労務分野からですけ
れども、やっぱり色々な経営者の方と関わってきまし
た。その中で一番ひどかったのは、その経営者の方と労
務の話をしていた時に、「当然残業代は一銭も払いたく
ない。もっと言えば従業員には、僕の邪魔をしてほしく
ない」、要するに「僕がやりたいことを実現するためだ
けに働いてくれればいい」「言った通りにやってくれれ
ばいい。何も期待していない」と、そう言っている経営
者の方がいました。ただ、やっぱり数年後その会社はな
くなりました。やっぱり IPO の労務の支援をしていて、
経営者の方と最初お話すると、「この経営者の方は手伝っ
てあげたいな」「この経営者の方は無理だな」というの
は正直あります。要は従業員をこき使いたいだけだった
ら私たちは、別に完全に労働者寄りで仕事をしているわ
けじゃなく、どっちかっていうと経営寄りで仕事をして
いるんですけれども、経営者の悪事に手を貸すようなこ
とをしたいわけじゃないと感じたことはありますね。
佐藤：僕もですね、性善説とか性悪説という話があった
と思うんですけど、今はいろんなことが変わってく過渡
期かなと。ほんの少しくらい前まで、先進国のアメリカ
でも奴隷制度みたいなのがあったわけですよね。今はも
ちろんそんなことはないのが当たり前ですけど。だから
当然ながら、ルールっていうのは結局、時代の中でどん
どん変わっていくものだと思うんです。日本はもともと
戦後、終身雇用とか、年功序列とか、僕、実は 20 代の

頃は商社マンやってて、グローバルで仕事してたんです
けど、年功序列とか終身雇用ってナンセンスの一言なん
ですよね。
　例えば経営者は森田さんからお話があったように、社
員を奴隷のように扱わないことが当然、僕は一番良くて、
社員の方は会社の犬にならないっていう、ごくごく当た
り前のこと何ですけども、日本ってそういう年功序列と
か終身雇用とか、「就職」ではなく「就社」で、自分のキャ
リアを会社に全面的に委ねると。それで、入社してから
自分が営業やるのか、管理部門やるのかとか、全部会社
がキャリアを決めていくんですよね。異動を命じられれ
ば言われた通りに動いていくみたいな。それに文句は言
わない。言わない代わりに、何があってもクビを切らな
いみたいな、そういうような関係性があって、そんな中
で法律、労働法を守っている会社って、一社たりともっ
て言っていいくらい、なかったと思うんです、事実とし
て。サービス残業なんか当たり前でしたし、過重労働な
んか当たり前。
　僕はよく言うんですけど一昔前の日本、働き方改革以
前の日本って、労働法と道路交通法が、日本で一番守ら
れていない法律だったのではないかと。道交法なんか分
かりやすくて、僕 49 歳なんですけど、学生時代なんか
は、シートベルトつけてる人なんか、ほとんどいなかっ
たですね。それがある日突然、行政の方から信号ごとに
シートベルト検問みたいなのをやられて、罰金を取られ
ると。罰金を何回も取られるうちに、シートベルト付け
出す、みたいな。これ、別に法律は変わってないですよね。
元々、シートベルトはつけなきゃいけなかった。ただ習
慣としてつけていなかった。つけなくとも罰則はなかっ
た。だけどそれが行政指導が変わることによって、人々
の意識が変わり、習慣が変わる。今、シートベルトつけ
ていない人って、僕もシートベルトつけてますけど、ほ
ぼ見ないじゃないですか。あるいは飲酒もそうです。飲
酒運転も僕らが若いときって、若い方が聞いたらビック
リすると思うんですけど、ちょっとくらいの飲酒であれ
ば、ほとんどの人は運転してました。だけど罰則規定が
変わったんですね。100 万円という罰則ができて、そ
れこそこの間、元モーニング娘も捕まってましたけど、
もはや社会から抹殺されるんですよね。殺人罪くらいの
扱いをされてしまうと。飲酒運転はもともとしたらダメ
だったんですよ。
　だけどそういう罰則規定が変わったり、行政の指導が
変われば、人々の習慣が変わる。で、日本はそういう終
身雇用とか年功序列みたいなことをずーっとやってきた
のが、ここに来て働き方改革で、一気に変わってきた。
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あと、転職者の急増といいますか、転職社会が到来して
きてるのも、僕は一つ大きなファクターなんだろうと思
うんですよ。だから、労働者の仕事を選択する自由って
いうのが、法律だけでなくて、実際問題として転職への
自由度合が上がっていってる、そして実際に転職してい
る人の方が世の中で圧倒的なマジョリティになってきて
いると。

村田：…今のお話でいいですか。僕が証券取引所にいる
ときに、審査部のメンバーといろんな会社さんの事象に
ついて、どう評価するかっているミーティングを日々
やっていくわけなんですけど、道路交通法って、やっぱ
り飲酒運転とかはやっぱり危害を加えられるので、本当
にナンセンスだと思うんですよ。シートベルトも、カチっ
てやるだけで命や健康が守られるわけだからすべきだと
思うんですけど、私がよく言っていた道路交通法と労務
の話で、ちょっと自分の中ではいい感じの例えなんじゃ
ないかと思うのが、法定速度 40 キロの道ってそこら中
にあるじゃないですか。
　じゃあ皆さん 40 キロで走ってますかという話があっ
て、60 キロで流れていて安全なのであれば、1 台 1 台
処罰する必要はないと思うんですよね。結局、当時です
けど「角を矯めて牛を殺す」という言葉があって、ご存
じの通り、曲がっている牛の角を真っすぐにしようとし
ているうちに牛自体が死んでしまうという例えですが、
なんか、最近の世の中の完璧主義というか、潔癖主義と
いうか、それはそれでちょっと、「角を矯めて牛を殺す」
みたいにならないかなという危機感があります。
　証券取引所の審査でいうと、一つの法律問題があるか
ら、健全な事業をされていて実績がある会社さんも、上
場ダメ！なんて言うつもりは毛頭ないので、取引所の中
にも当然、『角を矯めて牛を殺す』というのは本末転倒
だという意識が十分にあります。ルールを設けるとき
に、シートベルトのルールとか飲酒のルールとか、法定
速度のルールとか皆さんの会社でも１つ１つあると思う
んですよ。やっぱりそこで大事なのは、皆さんが経営と
して考えて、実務に落とし込んで、ワーカブルかどうか
ジャッジしながら「このルールは採用しよう」「このルー
ルはやめとこう」「このルールはこう変えていこう」っ
て、自社にカスタマイズしていくことが大事だと思いま
す。そのときに当然、法律要件がありますから、法律で
マストのことはやってくださいと。法律でマストでない
ことはまぁ、大阪弁でいうと「あんじょうやりましょ（＝
うまくやりましょう）」っていう話なんだなと思ってい
ます。

佐藤：その辺のところどうですか、森田さん。

上場審査で取り上げる人事労務の問題

森田：実は、ストレートに村田さんに、その審査の立場
にいらっしゃったときに、どう判断されていたのか聞
きたいなぁという項目がありまして、元々は人事労務
の問題が IPO 上で取り上げられたのは恐らく感覚的に
は 15、6 年前くらいからじゃないかなと思っています
が、そもそもどういう話なだったのかなと思っていてで
すね、管理監督者の範囲ですけれども、審査上話せる範
囲で結構ですが、どんな風に判断されてるのかなぁと、
ちょっと聞いてみたいなと思います。

村田：上場企業になるってことはやっぱり社会のお手本
だという風に思ってますし、やっぱり社会の鏡だと思う
んですよ。裁判に例えると、もちろん法律に基づいて判
断されますし、過去の判例に基づいて判断されますし、
最近ではまぁ、世の中がその事柄についてどう評価して
いるかっていうのも総合的に判断しているんじゃないで
すかね。なのでまず前段の話から言うと、労務の問題が
クローズアップされたのは私の認識だと 2006 年頃だと
思います。
この頃から労働法に対して社会の関心がたまり始めまし
たし、取引所に上場申請する会社のなかでも「利益の質」
を判断する際に、社員が定着しないから継続性もないし、
残業代払うと、そもそも赤字じゃないかみたいな事例が
増えてきました。
　また、後段の管理監督者をどう思うかっていうところ
は、僕も自分が審査部にいたらどうかなと思っていたん
ですけど、やっぱり、会社さんの業種・業態によると思
います。割と中途採用が中心の会社さんで、みらいコン
サルティングさんなんかはそうかもしれませんけど、経
験豊富なコンサルタントの方が多くいるような会社さん
だと、そんなにこう、三角形の組織にならないと思うの
で、マネジメント層がたくさんいて、スタッフが補助し
てるみたいな構図で説明されていると特に私は違和感を
持たないんじゃないかなと思いましたし、逆に、いわゆ
る三角形の組織っぽい前提でお話を伺ったときに、残業
代を削る目的でいろんな制度を導入されていらっしゃる
んだとすると、それは趣旨がまぁ健全じゃないかなぁと
いう観点で一応、お考えを聞くんだろうなぁとは思いま
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すけど、それもやっぱりケースバイケースなので、冒頭
言いましたように、会社って人の集まりに過ぎませんか
ら、あまりこう断定的に綺麗に仕分けできないのではな
いでしょうか。森田さんが仰ってる問題意識は分かりま
す。

森田：ありがとうございます。審査する側でも難しい問
題ということですよね。

村田：まぁケースバイケースになるかなと。

森田：ありがとうございます。

「働くのが好き」という気持ちと残業時
間の制限

佐藤：川本さん、その辺のところどうですか？例えば僕、
実は商社マンを 20 代のときにやっておりまして、今、
実はこういうコンプライアンス対応とかの仕事をしてい
るんですけど、僕自身はサラリーマン時代、だいたい月
間で 500 時間、労働時間を切ることはなかったと思い
ます。だいたい 500 〜 600 時間で、僕の定時は朝 8 時
から朝 4 時だったんですね ( 笑 )。で、土日はフル出社
してましたし、まぁ、正月も僕は海外 40 か国くらい商
売してたんで、どっかは開いてるんですよ。24 時間、
時差で。で、クリスマス休暇を長期で取る国だと逆に年
末年始は 31 日と 1 日クローズしているくらいで、それ
以外はオープンしているみたいなところも多かったん
で、あとインターネットがなかった時代なんですね、僕
が若い頃って。
　だから、オフィスにいないとグローバルに仕事ができ
なくて、長く働くことが競争優位の原点になりえた、言っ
てみれば楽な時代だったんです。だから他の商社の定時
で働いてるときにオーバーナイトで働いていれば、1 日
でやり取りしてネゴシエーションして、翌朝には提案
ができると、こういうのが競争優位になりえたんです
ね。で、会社からは 60 時間、残業を越えると人事から
始末書を書かされるんですね。それはめんどくさいか
らタイムカードをガチャンと押して、どうせサービス
残業をしてましたので、ひたすら働くと。それはまさに、
自分のために仕事をしてたんですよね。川本さんも入
社 4 年で特にこういう商品・サービスを売っている会
社、そしてそういう組織を増やせる会社の若手の一員
として、何かそういう、僕たぶん、同じ年にこういう
コンプライアンスの話なんて聞いたら、「いや、『帰れ』っ

て言われるくらいだと俺この会社辞めるわ。働かせろよ
ボケェ」って言うとたぶん思うんです。川本さんどうで
すか？

川本：僕も完全にそうですね。平成生まれなんですけど
( 笑 )、令和になりますが、僕は「昭和」ってよく言わ
れて、僕はメチャメチャ働くのが好きですし、うるせぇっ
て言いたがるんですけど、言ってる人の気持ちも、もち
ろん同じチームとして分かるんで、そこはまぁ話し合い
ですよね。なんで妥協点を探すとすると、「じゃあオフィ
スにいてもいいけど、22 時以降に関しては自己研鑽を
していると誇りを持って誰にでも言えるのであればいい
よ」みたいなところで、じゃあそうしましょうみたい
な感じで、調整したりっていうのはありますけど ( 笑 )。
そういうのはあります。なんですけどその本来の目的が
あると思うんで、それに対してお互いの思ってるところ
の話をして、着地していくって感じですかね。

村田：アトラエさんに興味が湧いてしまったんですけど
( 笑 )、「数少ないルール」って、どんなものがあるんで
すか？

川本：「道徳・倫理に反さない」っていうことですかね、
一番は。

村田：私、証券取引所というホント堅い組織にいました
し、ルールを作る方の立場にいましたし、冒頭あった、
伸びる会社とか伸びない会社とか、強い会社とか強くな
い会社といったときに、僕はルール設定がすごく大事だ
なぁと思うんです。いい例か分かりませんけど…、例え
ば僕ら 4 人が共同生活しているときに、会社も生活に
近いと思うんですけど、日々いろんなことが起こります
よね。鍵をどうするかとか、電気はつけっぱなしにした
らダメとか、ごみの処理どうするかとか、消灯どうする
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とか、いろんなことが起こる中で、会社もやっぱりルー
ルが細かく設定されていて、阿吽で動けるチームは強
いなと思うんですけど、ルール設定が甘い会社さんとか
ルールはあるけど浸透していない会社さんって、なんか
こう、ピリッとしないというか…。
　例えば利益計画の数字があったときに、全社員が本気
で達成しようと思っている会社さんは達成に近づくと
思うんですけど、利益計画の数字はあるけど、社長は
本気だけれど社長以外は言ってるだけみたいな会社さ
んもあって、せやからルール設定として、利益計画を
守らなきゃいけないっていうルールとか、握りが甘い
と思うんですよ。僕が質問したのはどちらかというと

「ルールが数多く徹底されている会社さんの方が強いん
じゃないかなぁ。なぜならばバラバラの人間の集まり
でしかない組織だから」というイメージが強かったん
ですけど…。衝撃だったんですよ、ルールが少ない会
社さんがあるというのは。

川本：それで言うと、我々は定性的なルールっていうの
はあるのかもしれないですね。なので誇れないことはな
い…

村田：出社時間とかないんですか？

川本：あ、ないです。出社時間…

村田：でも就業規則で決めないといけないですよね？

川本：それはあると思います。あ、ごめんなさい、「な
いです」は撤回してもらっていいですか ( 笑 ) ？ありま
す。あるはずです。

村田：お昼休みとかは自由に各自とかなんですか？

川本：自由ですね。そうですね…何時にとっても何時間
とっても OK ですし、基本的にはその人が一番パフォー
マンスを出せるように。それに対して、もちろんチーム
で動いてるんで、チームの合意というか、道理に反しな
ければ何でも OK というような感じで、なので下のライ
ンで行くと「道徳・倫理に反さない」、で、もう少し上
のラインで行くと「誇れるかどうか」。誇れるかってい
うのは、本当に心の底から言えるか、みたいなところを
ジャッジ基準として置いてるんですね。それがルールか
もしれないです。で、そこから色々なプロジェクトを
やっていくにあたって、こういうことを目指して大事に

していこうみたいな、規律みたいなものが、もしかする
とあるかもしれないので、同じような話をしているのか
もしれないです。なので定性が合ってない段階でルール
をいっぱい作っても意味がないと思っているので、まず
はそこをすごくこだわって、僕らの場合はやっていると
いう形ですね。

10 年後のエンゲージメントはどうなっ
ているか

佐藤：先ほど、川本さんの講義の最後の方で、「エンゲー
ジメントは年齢と勤続年数によって下がっていく傾向が
ある」みたいな話がありましたけど、例えば川本さんは
ご自身が入社 4 年目じゃないですか。10 年目どうなっ
てると思いますか？

川本：…いやもう、100 点満点で言うと、250 点は行っ
てるんじゃないかと思いますけど。全然下がらないと思
いますね。

佐藤：なるほどね。もっと突き抜けるぞと。

川本：たぶん下がってる要因が会社にあるっていう風に
解釈しないと思います。下がっているのは結局、この会
社というところから独立して別にあるんだとすると、で
きないことがあった場合はそれが自分のせいだと思うの
で、別に会社が云々とかっていう話にはならないと思い
ます。なんでエンゲージメント自体は下がらないんじゃ
ないかっていう風に思いますね。

佐藤：なるほどね。すべてやっぱり主体的に物事を考え
るっていうところが浸透してるということですよね。
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川本：そうですね。基本的に新卒で入ってくるんで、今
までの感覚を引っ張って、例えば「こんなルールおかし
いよ」みたいな発言をした瞬間に「じゃあお前がルール
変えろよ」みたいな声がワーッと巡るんで、「え？」み
たいな感じになるんで、そういう経験を日々やっている
中で鍛えられるって意味ではそうかもしれないですね。
なので評価制度自体も 360 度評価になったのは実は数
年前の話で、これは「評価制度おかしい」と声をあげた
メンバーがいて、「評価制度を変えた方が、次の組織の
フェーズにおいては正しいと思う」って話で、属人的だっ
たものをいわゆる 360 度評価に変えていったっていう
のが決まってたりするんで、「おかしいと思えば変えれ
ばいい」みたいな感じでやっています。

佐藤：アトラエさんて社員の数は今 40 くらいでしたっ
け？

川本：4 月で 8 人新卒が入って 56 人ですね。

上場審査側からみた長時間労働

佐藤：まぁその 56 人の時価総額、先ほど聞いたら 400
億くらいの時価総額を出していらっしゃる会社さんなん
ですよね。どうですかね、僕も 600 社くらいの人事を
見させてもらって、僕ら労務寄りの仕事をさせてもらっ
てるので、僕は極めて稀なケースなのかなと。あと、人
数も結構あると思うんですよね。例えばそれが 1000 人
とか 2000 人の規模になったときに、その状態が担保で
きてるとするならば素晴らしいなと。
　あるいは担保できている会社もあると思うんですけ
ど、例えばアメリカの Google とか素晴らしい会社だと
思うんですけど、本とか見ている限り、Google なんか
だと、新卒の給料が例えば 1200 万スタートみたいな、
極めて高い給与水準にあると。それこそハーバードとか
スタンフォードとかの奴らがうじゃうじゃいて、で、そ
もそも論としてそういう人たちの意識の高さとか、見て
るものの違いとか、そもそも管理をしなければ働かない
という連中ではなく、義務感で働いているというよりは
自分の可能性をいかに深めていくかみたいな、その前提
で。
　で、そうでない人間はエントリーマネジメントの段階
できちっとはじける、はじけるだけのエントリー数があ
るかとか、そういうのも結構あると思うんですよね。ア

トラエさんの場合だったら商品そのものがそういうこと
を取り組まれてるので、そういうものに共感した人たち
の集団が作りやすい。逆に言えば、そこに共感していな
い人はたぶんエントリーマネジメントの段階で全部はね
られてると思うんですよね。逆に森田さんにお聞きした
いのが、山ほどそっち側の世界で、さっきの奴隷扱いす
る会社さんみたいな、そういうのも見てこられてると思
うんですけど、そっち側の視点から何かコメントありま
すでしょうか。

森田：…そっち側ですか ( 笑 )

佐藤：たぶん、みらいコンサルティングさんとかも時と
場合によっては深夜労働とかされてると思うんですよ
ね。

森田：そうですね。みらいコンサルティンググループは
200 名くらいの経営コンサルティングのグループなの
で、昔は確かに寝袋を後ろにおいてるスタッフもいまし
たけど、今はさすがにそういうのはないですね。やっぱ
り意識も変わってますし、そこはシステムを入れるとか、
そもそも経営トップの考え方が大きく変わったというの
はあるかもしれないですね。長く働くのが当たり前だっ
たというのが、私たちのグループでももう終わっていて、
そこはないんです。
　今、川本さんの話を聞いてて、例えばそういう自由な
働き方を、じゃあ労務的な観点で問題ない形にできる
かっていうと、できるんですね。ですからこれは経営層
が OK を出してくれれば、今みたいな働き方を就業規則
とかルールとしてきちんと落とし込んで、運用できます
かと言われればできます。でも大抵は経営者が嫌がるん
ですよ、それって。そんなに自由にさせたら、さっきの
性悪説ですね。「そんなに自由にさせたら、こいつら遊
ぶだろう」と。
　そういう経営者が多いので、やっぱりあまり実現して
いないんですけど、それは経営者が OK と言って、要す
るに性善説でルールを作ってくれれば、そういうことも
できます。恐らく自由と自律、よく私たちの会社でも言
いますけど、「自由は与えるけど、自分で律しなさい」と。
それができてないと、それこそ自由なだけで遊んでるや
つになってしまうので、そこの自律の意識をたぶん、研
修とかで結構植え付けられるんじゃないかなぁという気
がします。

川本：うちの代表は新居というんですけど、ひとつ僕の
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少ないキャリアの中で思い出すと、「労基署から問い合
わせがあれば、アトラエの働き方を納得してもらうまで
説明するつもりだ」って言ってたんで、切り方によって
はすごいヤバい会社なんですけど ( 笑 )、そのシーンに
おいては、僕らの働き方とか体現しているものを潰さな
い方向で上場っていうものを考えてるし、「上場もこう
いう目的があって考えてるんだよっていうのを伝えた上
で、それでも周りがウジウジ言ってくるなら俺も死ぬ気
で戦うよ」って言ってくれたのが僕がカッコいいなと
思ったシーンだったっていうのはあります。

佐藤：村田さんはどうですか？その、向こう側からこっ
ちに移られて、その時に僕も村田さんとはいろいろ話を
したんですけど、なかなかできないですよ、村田さんは
史上最年少で証券取引所の（役員に就任されて）…要は
エスタブリッシュなわけですよ。辞めるって言わない限
りは辞めることなくずーっと役員をやるわけですよね。
そういう地位とか、そういうものを全部捨ててまでこっ
ちに来たと。何を思われたのかって、僕は何度も聞いて
はいるんんですけど。

村田：IPO セミナーとは趣旨が脱線するかも分からない
んですけど、さっきも申し上げた通り、やっぱり上場っ
て素晴らしいと思うんですよね。アスリートがプロ目指
すとか、オリンピック選手を目指すように、経営者も基
本的に会社を作った瞬間、全員が全員アスリートでなく
てもいいのかもしれませんけど、やっぱり世の中を変革
するとか、業界を牽引するリーダーは上場っていう舞台
に立った方が絶対に存在感もできることも増えると思っ
てるんで、上場は素晴らしいと日々思ってました。
　で、一方でどうしても組織の制約というか、証券取引
所って公的な存在なので、一個人でブレーキ踏まざるを
得ないときとか、深い関わりより平静を尊重しなければ
ならない企業文化とか、もちろんそのルールもあったの
で、そこに若干モヤモヤ感を感じたところですかね。今
はそういう意味ではフリーにやっているので、かなりわ
がままに活動もできますし、情報の非対称性がやっぱり
大きい分野だなぁというところには課題意識を持ってい
て、それは私一人では解決できませんから、今日でいう
と森田さんみたいな専門家がおられて、情報の非対称性
を埋めていくようなことをもっともっとしないと、上場
の都市伝説みたいなことがこんなに多いのかと、ものす
ごい実感しましたね。

上場申請にまつわる都市伝説

佐藤：例えばさっき森田さんが「アトラエさんみたいな
働き方をやっている会社をしっかりとルール化して運用
していくことは可能ですよ」とお話されていたんですけ
れども、そういう意味で例えば人事に絡む都市伝説で、
証券取引所から見て「そんなことないよ」っていうものっ
てありますか？

村田：本当にケースバイケースなので、断片的にお伝え
するのはミスリードになってしまうと申し訳ないなって
思いつつ、最近思ったのは僕が関わってる会社さんで、
組織変更をしようとされていて、それがいわゆる申請期
だったんですよね。
　例えば 3 月決算で、今年 12 月頃に証券取引所に上場
申請しようとしている会社さんが 5 月〜 6 月に組織変
更を考えていて、僕はお話を聞いたときに当然、ビジネ
スが変わってきているので、必要な組織変更だと思った
んですけど、とある証券会社によると、「上場申請期で
の組織変更は認められません」みたいな話になって、そ
れはじゃあ証券会社の意見なのか証券取引所の意見なの
かみたいなことでまたモヤモヤとなって。そんなルール
ないしね。要は「その動機が健全なのかどうか」ってと
ころに尽きるので、不毛だなぁというか、そういう伝説
まがいがたくさんあるんだなって、ちょっと前に組織関
係で思いましたね。

佐藤：例えば証券会社さんとかが、後々めんどくさいこ
とにならないようにとか、証券会社さんにも優先順位っ
てあるじゃないですか。やっぱり気持ちとして上場させ
たくないから、それを上手いこと言って、例えば僕の友
達も IPO 準備してますけど「36 協定違反が一人でもおっ
たら上場できへん」って言われてるみたいなことって、
それって正しいんですか？

村田：うーん…本当にケースによるんで、今の会社さん
ですごく人の定着率が悪いとか、いわゆるブラック企業
系の会社さんで、証券会社さんが経営的な意味でそうい
うことを仰ったんであればそれは妥当な指導だと思いま
すし、ケースによるんで本当にコメントが難しいんです
けど、でも労務に関して言うと、労働基準監督署の改善
事項は審査では絶対チェックしますので、改善指摘があ
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ればそれは対応しておいてくださいねってことなんです
けど、逆に労働法の管理監督機関ではないので、労基署

みたいにものすごく細かく踏み込んで、労務ばっかり深
堀りするかっていうと決してそんなことはなく、やっぱ
り上場審査って会社の成り立ちに始まり、「過去どうい
う変遷で今日まで来られましたか」とか、「どういう事
業されてますか」「強みは」「どういう業界構造ですか」

「どういう財務構造になってますか」「どういう計画です
か」っていう一連の流れの中でところどころ関連法が出
てくるので、それを確認しているっていうプロセスなの
で、法律は当然守らないといけないんですけど、未払い
残業が一人でもあったら上場させませんっていうところ
まで、「角を矯めて牛を殺す」ようなスタンスではやっ
ていないです、と僕は理解していますね。

佐藤：あくまでも総合的に見られているということです
ね。

村田：そうですね。

佐藤：例えば「総合的に判断する」の「総合的」の要因、
例えば労働時間とかもそうだし、未払い残業してるかも
そうだと思いますけど、森田さんが今日いくつかのポイ
ントっていうのをお話されたと思うんですけど、例えば
離職率でビジネスの継続性なんかを見られてるように、
それ以外に何かこういうところを総合的に判断する上で
重要だなという風に思われてる要因ってどういったとこ
ろなんですか？

村田：うーん…。よく、経営の 4 要素って言うじゃな
いですか。そういう意味で言うと、労働力というのをい
かに調達して、いかにうまく活用している会社さんなの
かなっていうのがあくまで入り口なので、それができて

いる限りは事業が継続して伸びていくっていう風に解釈
しますから、まず「採用に困ってる」とか「人が定着し
ない」ってことからすると、今の事業が拡大する上で
大きな経営上の資源を調達できなくなるわけですから、
そういうのは当然厳しめに見ますし、逆に取りたい人
材が取れていて、定着率もあって、教育研修システム
もあって、うまく成長していっているのであれば、こ
のサイクルで事業がどんどん伸びていくんだなってい
う風になっていくんで、まぁ全ては利益計画に行きつ
くのかもわかりませんね。
　この利益計画を達成するための条件として資金はあ
りますか、人はいますか、必要な経営の情報は得られ
ていますか、っていう風に解釈していくので。ただ、
そのときに「法律守れてません」って言われると、「い

やいや、オリンピック選手になったらダメですよね」と。
まぁドーピングは論外だけど、何ですかね、ちょっと、
スポーツで軽微なルール違反って分かんないですけど。
まぁドーピングってたぶん粉飾決算みたいなものだとす
ると…。
森田：競歩…？あれ、（足が）浮いちゃいけませんよね。

村田：あ〜そういう感じですかね。

森田：ギリギリ浮いても、審判にばれないところでやっ
てますよね。

村田：フォームにムラがある選手とか ( 笑 )。

佐藤：ちょっと意地悪な質問をさせてもらうんですけど、
たぶん村田さんから見てすごい商品・サービスで、これ
は世の中のためにすごくよくなるねと。従業員もいきい
きと働いてると。だけど労働法で違反があって…という
会社と、労働法はしっかり守っている、でも商品・サー
ビスはいまいちだよねと。で、社員も疲弊しているみた
いな。極論なんで答えにくいと思うんですけど、この場
合どっちの方がいいんですか？

村田：どっちかと言われれば証券取引所の立場で言う
と、事業の成長性は高くないかもしれないけど、ちゃん
とルールを守れている会社を上場承認するのが役割だと
思っていて、投資家ってやっぱり、事業が伸びる会社さ
んに興味あるじゃないですか。少々、微妙なことをやっ
ていても利益が毎年倍々で伸びていくっていう会社さ
んって、やっぱり残念ながらというか、資本市場のメ
カニズムでは高い評価を受けると思うんですよね。「毎
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年 5％しか成長しません。その代わりいわゆる超ホワイ
ト企業です」って言っても、投資家からはあまり評価さ
れないと思うんですけど、やっぱり証券取引所って公的
な器なので、真に社会性があるというか、会社さんを出
していくのがミッションなんじゃないですかね。まぁ
ちょっと極端な例なので、ミスリードしてしまうかもわ
かりませんけど、2 択と言われれば地味で真面目な会社
さんだと僕は思ってますね。

上場したためにマイナスの影響が出てし
まったケース

佐藤：森田さんも数多くの IPO の支援なんかをされて
ると思うんですけど、その立場から、すごくいい会社な
んだけど、業務監査の私見から見るとちょっとグダグ
ダで、例えば IPO をやることによってその組織が死ん
でしまうとか、すごくいい会社なのに IPO に取り組む
ことによってマイナスの影響が出てしまったとか、逆に
そうした影響がでてしまうから上場はしない方がいいん
じゃないかとか、そういうケースは実際にありますか？
森田：やっぱりベンチャー企業のお客様の紹介も多いん
ですね。そうするとやっぱり、先ほどの川本さんの話じゃ
ないですけど、皆さんやっぱり従業員が若くて、すご
い仕事したいんですよ。でも、36 協定があるから月 45
時間の残業で抑えてください、なんていうのは越えてて
も、仕事をやりたい人が多いんですよね。でもルールは
作らないといけないという状況で、個人的に上場しない
方がいいんじゃないかなと思うケースはあります。ただ
やっぱり証券会社さんからご紹介頂いたりしてる中で、
私がそれを言うわけにはいかないので、それは口が裂け
ても言えませんけども…。

村田：ちょっとよろしいですか。何か今のとか、「上場
すると法律守らないといけないけど、上場しないと法律
守らないでもいいですよね」って聞こえてしまうところ
はどう解釈すればいいんでしょう ( 笑 )

森田：今、そのステージじゃないのかなと言った方が正
解ですかね。企業の成長って法律守りながら成長するの
が一番なんですけど、現実問題、それは良いか悪いかで
言えば悪いです。法律違反の状態で企業が成長していっ
て、あるとき上場を目指すなんていうのが、大体一般的
に私が出会う会社さんなので、先に事業を伸ばす方じゃ
ないですかねっていうタイミングのときがあるというこ
とですね。逆に言うと紹介されて知ってしまった以上、

「これは OK です」とは言えないんですよね。だから指
摘をせざるを得ない。だから出会いたくなかったかなと
思うことはありますね、正直。でも確かに、ベンチャー
の経営者の方にその話はします。どうしても越えなきゃ
いけないハードルはありますよと。それを超えるという
ことはルールを作るということになるので、ある意味ア
トラエさんすごいなと思いましたけれども、若干この勢
いにブレーキをかけることもあり得ますというのは最初
にお話します。

佐藤：川本さん、どうですか？逆に、今日はこういう衛
生要因的な話も色々と聞かれてたと思うんですけれど
も、エンゲージメントの項目の中で、職場環境でしたっ
け、家でも仕事してたりして、労働時間がバーンと上がっ
ちゃうと下がるスコアがあるじゃないですか。そこのス
コアが下がっても、全体のエンゲージメントスコアは上
がってるとか、そういうデータもあるんですか？

川本：そういうこともございますね。逆もまた然りです
けれども、そうですね。あとエンゲージメントっていう
のは生モノっていうのもあるので、データをとるときに
よっても全然変わりますし…イメージは体重計とか、体
組成計と思って頂ければなと思うんですけれど。それも
しかも、人とか、組織体によっても全然違いますし、切
り口によっても全然違うんで、一概には言えないってい
う形ですね。

佐藤：さっき事前の打ち合わせしたときに、この御三方
に話をしたんですけど、つい最近なんですけどある一部
上場会社の社長さんとお話する機会があってですね、も
う働き方改革やということで、それまではバンバン働い
て、休みもあまり取らずガンガン働いてたと。その結果
としてほんの数年前まで離職率 40% とか、高い離職率
になったんですって。それは何とかせなっちゅうことで、
月の残業で 20 を超えてる人は 0 になってると。で、有
給の消化率はほぼ 100％で、社長自ら 1 か月間の長期
休暇を取って海外旅行を楽しむとか、そういう取り組み
をした結果、今、離職率が 3% を切ってるみたいなんで
すよね。
　あと新規採用については、リファラル採用ですね、社
員からの紹介で採用の半分以上が入ってくる。で、極め
て従業員満足度が高い状態になったみたいなんですよ
ね。でも、その結果として何が起こってるかというと、
社員は辞めないんですよ。辞めないにも関わらず、業績
が落ちていってると。その原因を色々調べていったら、



29

結局リファラル採用するときに、社員たちが「うちの会
社は残業ないからいいよ」とか「休暇は取り放題だよ」
とか、そういう部分を強調して、それに惹かれてくる社
員が圧倒的に多かったと。だから結果として仕事に対し
ての気概とかやりがいとか、会社のビジョンとか、そう
いうものに惹かれて入ってくる社員というのが少なく
なっちゃったと。
　その結果が今のこういう現状にあるんじゃなかろうか
ということで、また今、そこの新たな取り組みを始めら
れてるというようなことはちょっとお聞きしたんですけ
ど、そうですね川本さん、今の話を聞いてどう思われま
す？ちなみにそこはリンモチ（＝株式会社リンクアンド
モチベーション）のモチベーションクラウド使ってます
( 笑 )。
川本：ちょっと答えづらくもなってくるんですけど、そ
うですね、まぁそれは組織の状態としてはひとついいの
かなとは思うんですけど、例えばじゃあ離職率の 40%
が 3% に下がったところで、残りの 37% が将来的に戻っ
てくる組織なのかだったり、まぁ最近だと「出戻り」み
たいな言葉もよく流行ってますけど、そういう組織であ
り続けられるのかなというのは大事かなと思っていて、
浮き沈みはあると思いますし、集中してるタイミング
じゃないタイミングも当然生モノなんであると思うんで
すけど、そういう状態であるんだったらいいなと思いま
すし、そうじゃないんだったら何かを変えていく必要は
あるかなと思うので、離職率っていうのは非常に難しく
て、それだけで見えないものがいっぱいあると思うので、
なんかその中心に確固たるものだったり、信念ってもの
がある集合体だったらいいのかなと思います。なんで是
非リンモチさんを使ってそうして頂ければと思いますけ
ど ( 笑 )。

佐藤：ありがとうございます。もうそろそろ時間になり
ますので最後に、30 秒くらいで皆様に一言ずつ頂けれ
ばと思います。じゃあ川本さんからお願いします。

川本：アトラエはですね、いつでも遊びに来て頂いて構
わないオフィスですので、宜しければご連絡頂ければ、
色々詳しい話もさせて頂きます。本日はありがとうござ
いました。

森田：今日はありがとうございました。私は社労士とい
う立場でさっきのような発言をしていたんですけれど
も、あまり悪徳社労士みたいな見方をされてしまうと困
るんですけれども ( 笑 )、個人的な気持ちです。気持ち

的にはそういう思いがあって、経営のご支援がしたいの
で、軽度問題ですね。40 キロ道路を 50 キロくらいで走っ
てる、この法律違反をどう見るか、くらいの感覚で聞い
て頂ければと思います。どうもありがとうございました。

村田：私が上場って素晴らしいなぁと思い続けている一
人なので、そういう立場からするとここにご参加されて
いるのもですね、会社で IPO ということにチャレンジ
しようという計画だったり資金がある会社さんだと思う
ので、世の中全体で見たときに、皆さんってやっぱりレ
アなポジションにおられると思うんですよね。まぁ上場
した会社に就職して一生を終えるのも素晴らしいかもわ
かりませんし、上場と無縁で仕事される方もいらっしゃ
るのかもわかりませんけど、私個人の人生のストーリー
で言うと、上場してないときに会社に入って、自分が一
生を終えるときに立派な上場会社になってると嬉しいん
じゃないかなと思うので、すごくいいポジションにおら
れるんだなぁということは是非、ご認識頂いて、誇りを
持って頂ければいいなと思います。どうもありがとうご
ざいました。

佐藤：では時間が参りましたので、これにてパネルディ
スカッションを終了とさせて頂きます。本日はどうもあ
りがとうございました。
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